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押
　
が
、
未
解
決
の
問
題
が
多
く
、
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
・
　
は
供
御
人
。
建
築
工
に
つ
い
で
、
議
し
い
欝
欝
を
紹
介
す
る

　
…
　
と
共
に
、
供
御
人
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
平
安
時
代
中
期
に
地
方
に
鷺
か
れ
た
事
糟
、
鎌
倉
時
代
初
頭
に
窟
都
の
町
潜
入
が
代
っ
て
任
命
さ
れ
た
事
情
を
萌

　
｝
ら
か
に
し
・
建
築
工
に
つ
い
て
は
馨
工
と
篁
が
一
つ
の
系
謹
属
す
る
こ
と
を
証
明
し
て
・
そ
蒙
持
ぞ
い
る
特
別
の
問
題
を
瞬
ら
か
に
す
る
・

開

、
康
永
二
年
に
検
非
違
使
庁
で
京
都
の
祇
園
社
の
綿
本
座
と
新
座
が

綿
商
売
の
独
占
権
の
有
光
で
争
っ
た
時
に
、
　
「
新
座
と
号
す
る
は
其

の
座
何
の
所
裁
、
散
在
の
商
売
に
於
て
は
何
ぞ
座
号
有
る
可
け
ん

哉
」
と
三
条
。
七
条
町
ぞ
店
鋪
営
業
の
綿
本
座
の
商
人
が
行
商
の
綿

新
座
の
存
在
を
否
定
し
た
の
に
対
し
て
、
綿
新
座
は
「
座
と
号
す
る

は
全
く
商
売
の
座
に
変
ず
、
神
人
の
通
名
な
り
」
と
答
え
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

存
在
の
合
法
性
を
主
張
し
た
．
こ
の
こ
と
は
、
中
世
に
は
二
つ
の
座

　
　
　
　
座
に
つ
い
て
（
詣
亦
松
）
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が
あ
9
、
そ
れ
を
当
時
の
人
が
は
っ
き
り
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。
明
治
時
代
に
な
っ
て
西
洋
経
済
褒
の
知
識
が
拡
ま
る

に
つ
れ
て
、
こ
の
二
種
の
座
の
成
立
を
一
元
約
に
説
萌
し
よ
う
と
す

る
努
力
が
な
さ
れ
、
周
知
の
座
の
論
争
を
惹
き
趨
し
た
。
座
席
説
を

首
合
し
た
福
田
徳
三
博
士
は
綿
押
返
神
人
の
云
う
「
商
売
の
座
」
に

重
点
…
を
置
い
た
の
ぞ
あ
り
、
座
組
説
を
始
め
て
唱
え
た
柴
謙
太
郎
氏

は
神
人
を
重
く
視
た
の
で
あ
る
。
三
浦
周
行
博
士
は
語
意
の
解
釈
で

は
柴
氏
の
説
に
賛
岡
さ
れ
た
が
、
座
が
結
．
成
さ
れ
る
動
機
は
専
売
権

の
要
求
ぞ
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
ぞ
、
神
人
よ
り
は
、
法
制
な
ど
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

（1）



　
　
　
　
座
に
う
い
て
（
赤
松
）

専
売
権
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
、
京
都
の

東
西
市
の
市
人
や
官
工
と
、
後
世
の
座
の
関
係
を
重
視
さ
れ
、
そ
の

立
場
か
疹
、
座
即
聖
意
を
生
張
さ
れ
た
、
そ
れ
に
対
し
て
柴
氏
は
座

結
成
の
最
初
の
動
機
は
、
専
売
権
の
要
求
で
は
な
く
、
関
銭
や
ゑ
役

免
除
の
要
求
で
あ
っ
た
と
し
て
、
行
商
人
と
座
の
関
係
を
重
く
見
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
当
初
座
席
対
組
の
解
釈
の
相
違
か
ら
即
発
し
た

座
の
論
争
は
、
座
の
成
立
に
つ
い
て
の
重
大
な
見
解
の
対
立
に
ま
で

発
展
し
た
の
で
あ
る
．
三
浦
博
士
は
、
座
の
論
争
を
解
決
す
る
竜
の

は
座
の
個
別
的
研
究
で
あ
る
と
早
く
主
張
さ
れ
、
近
江
得
珍
保
の
商

人
や
四
脚
駕
臓
ハ
乱
座
の
研
究
で
範
を
示
さ
れ
た
が
、
脂
身
直
勝
博
士

や
小
野
晃
嗣
。
豊
闘
武
・
沢
井
浩
三
の
諸
氏
は
藁
油
博
士
に
続
い
て

座
の
個
別
的
研
究
ぞ
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
、
座
に
つ
い
て
の
知
識

を
豊
富
に
し
た
。
し
か
し
概
し
て
云
う
と
、
そ
れ
ら
の
研
究
は
主
と

し
て
行
商
人
系
統
の
座
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
京
都
の
所

謂
「
商
売
の
座
」
に
つ
い
て
鞭
つ
た
も
の
は
、
殆
ん
ど
発
表
さ
れ
な

か
っ
た
、
小
野
晃
嗣
氏
が
京
都
六
角
町
魚
供
御
入
に
つ
い
て
重
要

　
　
　
　
　
　
　
③

な
史
料
を
紹
介
し
た
の
は
、
そ
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る

が
、
小
野
氏
の
研
究
は
供
郷
人
に
重
点
が
置
か
れ
、
そ
の
営
業
場
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

で
あ
っ
た
六
角
町
に
注
目
し
な
か
っ
た
。
私
は
こ
の
町
が
「
商
売
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

座
」
の
問
題
を
解
く
鍵
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
・
前
後
コ
回
に
互
っ

て
、
町
は
現
在
の
新
町
通
を
中
心
と
す
る
地
区
で
あ
る
こ
と
、
町
に

座
が
成
立
し
た
の
は
平
安
隠
代
後
期
で
あ
る
こ
と
、
町
の
座
に
は
一

種
の
専
売
繋
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
残
っ
た

問
題
は
こ
の
平
安
時
代
の
後
期
に
続
々
と
楽
座
を
結
成
し
た
商
人
は
、

ど
の
よ
う
な
系
統
に
属
す
る
も
の
ぞ
あ
っ
た
か
、
ど
の
よ
う
な
組
織

を
持
っ
て
い
た
か
、
ど
こ
か
ら
専
売
権
を
得
た
か
、
ど
の
よ
う
な
座

役
を
負
担
し
て
い
た
か
と
云
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
だ

答
え
る
に
は
、
一
番
有
力
な
典
料
で
あ
る
筈
の
六
角
町
魚
供
御
人
の
　
（

史
料
の
立
証
力
が
、
今
一
つ
と
云
う
と
こ
ろ
で
欠
け
て
い
る
の
で
、

充
分
に
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、

　
明
ら
か
に
し
得
な
い
と
鼠
う
と
、
官
工
と
座
の
関
係
も
同
様
ぞ
あ

る
、
平
安
隣
代
の
官
製
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
三
浦
博
士
が
早
く
膚

力
な
契
料
を
発
表
さ
れ
、
中
村
博
士
も
摂
闘
蒙
所
属
の
工
人
関
係
の
、

史
料
を
紹
介
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
史
料
に
現
わ
紅
た
講
中
の
動
き

を
営
業
独
占
の
要
望
と
解
す
る
こ
と
に
は
、
柴
氏
が
強
ぐ
反
対
し
た
、

し
か
も
平
安
隣
代
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
三
浦
・
中
村
両
博



士
が
紹
介
さ
れ
た
も
の
以
上
に
有
力
な
肥
料
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

時
代
が
下
る
と
、
工
人
の
う
ち
で
は
、
建
築
工
の
奥
料
が
豊
富
で
あ

っ
て
、
殊
に
座
関
係
の
も
の
は
、
奈
良
慰
ハ
福
寺
・
春
日
社
。
東
大
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
多
く
、
豊
田
懸
魚
が
こ
れ
を
纒
め
て
い
る
が
、
奈
良
と
な
ら
ん
で

中
世
の
建
築
界
を
支
配
し
て
い
た
京
都
の
建
築
工
に
つ
い
て
は
、
誰

も
こ
れ
を
研
究
し
て
は
い
な
い
。
座
非
ギ
ル
ト
説
を
首
唱
し
た
遠
藤

元
男
氏
は
、
そ
の
根
拠
の
一
端
を
、
春
賑
社
所
属
の
建
築
工
の
組
織

に
置
き
、
進
ん
で
荘
園
の
宮
座
と
工
人
の
関
係
、
荘
園
の
領
有
と
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
関
係
に
ま
ぞ
説
き
及
ん
だ
。
そ
の
説
の
当
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、

遠
藤
氏
が
座
の
像
型
と
考
え
た
宮
座
が
ど
の
よ
う
な
組
織
構
造
で
あ

っ
た
か
と
云
う
こ
と
は
、
氏
竜
認
め
て
い
る
よ
う
に
皮
料
は
乏
し
い

の
で
あ
り
、
殊
に
平
安
隠
代
の
荘
蘭
一
に
塵
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
を
示

す
語
意
が
絶
無
な
こ
と
は
、
氏
の
説
に
対
す
“
、
9
批
判
乞
強
く
し
た
、

　
私
は
京
都
大
学
に
在
学
中
、
三
浦
博
士
の
講
義
を
聞
い
て
座
に
つ

い
て
の
関
心
を
痛
め
た
が
、
先
輩
表
人
の
業
績
に
導
か
れ
て
史
料
を

蒐
め
、
京
都
の
町
座
や
建
築
工
や
魚
座
に
つ
い
て
は
若
干
の
新
想
災
料

を
採
訪
あ
，
る
こ
と
が
で
ふ
芝
た
、
　
一
て
の
・
つ
ち
町
庫
一
関
係
の
も
の
は
ふ
，
で

に
発
介
し
た
が
、
そ
の
後
に
六
角
町
魚
供
御
人
の
有
力
な
典
料
を
見

　
　
　
　
座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
そ
れ
を
紹
介
し
て
、
前
転
論
文
の
不
足

の
一
部
を
補
う
と
同
時
に
、
京
都
の
建
築
工
と
官
工
の
関
係
、
平
安

時
代
の
村
婦
に
つ
い
て
の
新
史
料
を
中
心
に
、
座
に
つ
い
て
の
私
見

を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
蒐
集
に
つ
い
て

は
、
大
谷
仁
兵
衛
・
太
田
深
澄
・
田
弁
啓
吾
。
時
野
谷
勝
・
佐
六
木

惣
照
郎
の
諸
氏
な
ど
の
好
意
と
援
助
に
依
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
改

め
て
こ
こ
ぞ
お
礼
を
申
述
べ
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
は
田
井
君
を
始

め
と
し
て
、
佐
々
木
・
太
田
の
両
氏
が
既
に
噛
癖
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
論
丈
を
見
て
頂
け
な
い
こ
と
で
あ
る
。

二

　
今
迄
に
知
ら
れ
て
い
る
六
角
底
魚
供
御
人
関
係
の
典
料
と
云
う
と
、

小
野
氏
が
全
交
を
発
表
し
た
宮
内
庁
書
陵
郡
所
々
応
永
七
年
具
注
暦

紙
背
交
書
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
、
こ
の
交
書
は
六
角
町
魚
供
御
人

の
管
轄
権
を
め
ぐ
っ
て
内
藏
爵
繋
と
御
厨
子
所
の
争
い
の
記
録
で
あ
り
、

安
貞
二
年
中
ら
嘉
繕
元
年
に
璽
る
十
七
通
の
文
書
か
ら
成
っ
て
い
る
、

交
害
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
事
実
は
次
の
三
つ
で
あ
る
．

　
〇
　
　
六
角
町
，
の
翻
…
供
御
人
は
建
久
年
煎
脚
に
御
厨
㌘
丁
所
積
…
を
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

（ 9，）



　
　
　
　
融
㌃
臥
つ
い
て
登
揮
轍
脇
）

　
た
宗
季
が
設
立
し
、
そ
れ
よ
り
は
代
々
預
が
支
配
し
て
い
た
こ
と
。

　
◎
　
内
藏
寮
は
当
初
は
供
御
人
の
こ
と
を
所
管
し
な
か
っ
た
が
、

　
鎌
禽
時
代
の
初
期
に
寮
頭
が
御
厨
子
所
別
当
を
兼
任
す
る
の
が
慣

　
例
と
な
っ
て
か
ら
、
内
蔵
寮
の
官
人
下
部
が
供
御
人
の
こ
と
に
容

　
啄
し
、
課
役
を
直
接
徴
収
し
、
糸
面
の
こ
と
に
も
干
渉
す
る
よ
う

　
に
な
っ
た
こ
と
。

　
国
　
御
一
厨
子
所
預
は
こ
れ
を
朝
廷
に
訴
へ
、
相
一
読
の
配
郷
行
糎
…
を
保

　
縛
す
る
の
に
努
め
て
い
た
こ
と
。

　
以
上
一
二
つ
の
齋
珊
燦
犬
の
・
り
ち
で
’
璽
要
・
な
こ
と
は
六
角
町
供
御
人
の
設

立
が
鎌
倉
蒔
代
初
頭
に
醐
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
、
現
在
で
は
、
先
汽

に
述
べ
た
通
り
…
平
安
時
代
の
後
期
か
ら
三
条
・
四
条
。
七
条
の
各
町

　
鱒に

座
が
続
々
と
設
置
さ
れ
た
こ
と
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
も
、
さ
し
て
感
動
は
少
い
か

も
知
れ
な
い
が
、
供
御
人
や
座
の
特
権
関
係
の
文
書
と
云
う
と
、
殆

ん
ど
偽
文
書
ぞ
あ
る
こ
と
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
戦
前
の
挙
界
で
は
、

そ
の
眞
偽
を
め
ぐ
っ
て
意
見
が
対
立
し
た
、
中
村
博
士
は
六
角
町
魚

供
御
人
が
こ
の
十
七
通
の
楽
書
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
、
他
の
供
御

入
の
偽
丈
書
同
様
に
、
供
御
入
の
起
源
を
古
く
見
せ
る
た
め
に
偽
作

　
　
　
　
　
　
◎

し
た
も
の
と
し
た
．
そ
れ
に
対
し
て
小
野
晃
嗣
氏
は
強
く
反
対
し
、

こ
の
文
書
は
供
御
人
、
が
持
っ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
御
厨
子
所
預

高
湿
氏
が
持
っ
て
い
た
も
の
と
し
て
、
中
村
博
士
が
前
立
書
の
証
拠

と
さ
れ
た
点
を
…
々
論
駁
し
た
。
こ
の
両
者
の
意
見
の
対
立
で
は
、

小
野
氏
の
観
方
が
素
直
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
が
、
供
御
人
や
座
関
係
の
史
料
に
眞
偽
不
明
・
の
も
の
の
多
い
の

は
確
に
事
実
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
中
村
博
士
の
意
見
も
無
視
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
言
書
の
中
心
事
実
が
供
御
人
の
管

轄
権
の
争
奪
で
あ
る
か
ら
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
、
座
商
の
本
質
に

関
す
る
重
要
な
問
題
に
は
殆
ん
ど
答
え
る
内
容
を
持
っ
て
い
な
い
。

以
上
の
二
つ
の
こ
と
が
こ
の
悪
書
の
利
用
を
妨
げ
て
い
た
。

　
私
は
京
都
の
町
座
に
関
す
る
論
丈
を
書
い
て
か
ら
二
年
漏
し
て
、

昭
和
二
＋
四
年
五
月
に
京
都
市
上
京
隊
上
賀
茂
南
大
路
鰐
大
谷
仁
兵

衛
氏
方
で
山
科
家
旧
藏
の
中
世
公
卿
装
束
片
を
見
た
際
、
そ
れ
と
一

緒
に
後
小
松
天
皇
農
鹸
一
前
通
と
、
次
に
掲
げ
る
一
巻
の
文
書
の
あ
る

の
を
見
出
し
て
驚
い
た
、
文
書
は
六
角
町
魚
供
御
入
関
係
の
も
の
で
、

そ
の
な
か
に
は
私
が
多
年
求
め
て
い
た
町
座
と
供
御
入
の
開
係
を
明

示
し
た
箇
所
が
あ
る
、
宮
内
庁
の
紙
背
文
書
と
・
も
完
全
に
ご
敏
す
る

〈 ・1　）



も
の
が
あ
る
。
聞
け
ば
こ
の
丈
書
は
明
治
二
十
三
年
頃
に
大
谷
氏
が

装
束
と
一
緒
に
購
入
し
た
も
の
で
、
出
科
蒙
か
ら
そ
の
縛
に
外
に
禺

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
占
う
、
従
っ
て
こ
れ
は
明
ら
か
に
偽
交
書

で
は
な
い
、
た
だ
一
つ
遺
憾
な
こ
と
は
、
こ
の
細
書
が
六
通
の
も
と

独
立
の
丈
書
を
一
巻
に
写
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
原
本
で
は
な
く
、

そ
の
上
す
べ
て
の
交
書
が
本
交
の
一
部
を
抄
写
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
・
‘
3
ち
の
二
通
を
除
い
て
は
、
年
記
が
な
い
こ
と
で
あ
る
、
し
か

し
座
の
成
立
・
組
織
に
つ
い
て
は
っ
き
り
云
っ
て
い
る
点
で
は
宮
内

庁
の
紙
背
交
書
な
ど
の
比
で
は
な
い
し
、
年
記
も
大
体
に
推
定
が
つ

く
、
次
に
の
せ
る
の
が
そ
の
金
交
ぞ
あ
る
。

一
、
御
厨
子
所
公
人
等
等
状
（
抄
写
）
　
（
延
慶
三
－
応
長
元
）

　
御
厨
子
所
被
管
公
人
等
謹
庭
申
言
上

　
　
欲
薦
被
成
下
　
院
宣
於
当
所
大
別
蟻
綾
小
際
前
盛
貸
家
、
被
停

　
　
止
内
藪
寮
鷲
宮
等
非
分
綺
、
任
先
例
、
可
為
当
所
転
職
由
、
被

　
　
繍
げ
下
六
舶
μ
購
供
御
人
…
間
日
軍

　
副
進

　
　
姦
礎
所
禦
虚
無
雑
輩
瀦
擦
難
蠣

　
　
蓬
当
所
大
別
当
下
饗
憾
薙
欝
謂
鰯
鵯

　
　
　
　
座
に
ウ
い
て
○
亦
松
）

右
当
所
供
御
人
考
代
々
預
申
立
之
、
以
少
適
応
衆
食
紅
等
、
令
致
准

行
之
条
、
往
古
以
来
例
也
、
就
中
、
　
於
六
僧
N
町
四
宇
供
御
目
人
者
、
延

堂
烈
建
山
ユ
山
酒
筒
｛
国
研
食
前
い
費
溶
々
A
慰
之
㎞
闇
、
　
為
令
｝
誘
引
彼
一
女
取
紳
響
、
　
虫

建
久
三
年
当
所
預
宗
季
朝
臣
申
立
以
来
、
子
孫
代
々
相
伝
奉
行
、
干

今
、
無
相
違
者
也
、
而
三
大
別
当
後
懸
、
同
自
当
所
、
令
取
進
之
処
、

近
来
供
御
人
走
者
、
動
致
解
怠
、
長
官
者
為
当
所
不
法
鰍
之
由
、
被

賄
御
不
霧
旧
劇
、
所
詮
、
於
後
潮
頭
者
、
供
御
入
隅
彊
進
士
長
官
奇

曲
、
令
避
進
之
後
、
就
彼
心
懸
事
、
心
臓
代
等
致
便
宜
隣
入
事
、
近

比
雌
有
之
、
於
如
訴
訟
事
者
、
偏
為
当
所
沙
汰
之
条
、
代
六
証
丈
分

明
之
上
、
世
以
所
知
也
、
巳
下
蔑
如
略
説

二
、
藏
人
所
縢
（
抄
写
）
　
　
　
　
（
文
永
十
一
．
正
・
、
廿
五
）

　
藏
人
所
牒
　
御
厨
子
所

　
　
雄
蕊
早
停
止
諸
方
新
節
濫
妨
、
任
先
例
、
為
預
前
出
羽
守
続
載

　
　
臣
宗
信
沙
汰
、
三
条
以
南
都
翻
供
御
人
等
交
易
往
反
事

　　

@
使
御
票
食
讐
憲
鋸
弘
隻
轍

　
牒
、
得
彼
今
宗
信
今
月
ほ
解
状
俗
、
謹
検
案
内
、
御
厨
子
駈
供
御

人
者
、
自
用
明
天
皇
響
宇
、
以
来
代
女
研
被
建
立
也
、
難
撚
、
追
年
、

令
減
失
之
上
、
諸
国
費
叉
以
不
済
之
闇
、
代
々
預
等
量
立
都
下
供
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

人
、
以
彼
交
易
上
分
、
令
備
進
溝
次
供
御
者
也
、
然
彌
虫
建
久
年
中
、

羅
父
前
豊
前
守
宗
季
、
以
三
条
以
南
魚
鳥
以
下
交
易
輩
、
申
立
当
所

供
御
入
以
降
、
子
孫
等
所
令
網
伝
奉
行
也
、
件
子
細
見
度
々
論
旨
井

藏
人
所
牒
等
、
依
之
、
縦
其
身
錐
旛
公
家
仙
洞
已
下
公
人
井
神
社
仏

寺
神
人
寄
人
、
於
売
買
事
者
、
不
募
他
方
之
威
、
一
向
令
進
退
奉
行

者
也
、
且
近
江
国
粟
津
橋
本
供
御
認
識
錐
漁
繋
筋
霧
雲
晒
蝋
、
至
干

京
都
、
借
請
御
厨
子
所
供
御
人
之
奪
買
蟹
四
宇
、
致
売
買
之
臥
、
於

寄
宿
交
易
公
事
者
、
所
令
弁
済
当
所
也
、
何
況
於
其
外
甲
乙
入
等
者
、

不
可
及
子
細
之
処
、
近
年
乍
致
交
易
業
、
募
権
威
、
動
不
相
三
所
役

之
条
、
罪
科
不
軽
、
然
早
於
三
条
以
爾
魚
鳥
精
進
菓
子
已
下
交
易
輩
、

為
当
所
供
御
人
、
可
備
進
供
御
者
也
、
若
募
旛
威
、
致
自
由
対
象
者
、

永
可
停
止
轟
轟
思
議
、
欲
藤
下
一
人
所
御
無
考
、
早
停
止
諸
方
新
畑

濫
妨
、
任
先
例
、
為
預
前
繊
羽
守
宗
信
沙
汰
、
已
下
略
之

三
、
御
厨
子
所
下
女
（
抄
写
）
　
　
　
　
　
（
永
仁
コ
・
＋
）

　
御
厨
干
所
下

　
　
可
令
停
止
内
藏
寮
巴
町
面
武
事

齎
六
角
　
町
供
伽
御
人
血
佃
、
　
福
粥
示
一
李
依
令
建
山
払
之
、
　
供
御
H
ラ
陥
別
当
後
正
心
、

所
致
相
伝
奉
有
也
、
而
近
年
寮
起
動
致
曙
面
之
口
入
、
太
不
可
然
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

謂
三
豊
艘
沙
汰
笑
也
弊

　
　
永
仁
二
年
十
月
降

　
別
当
内
顧
頭
藤
原
朝
臣
判

圏
、
内
密
寮
雑
掌
申
状
（
抄
写
）
　
（
嘉
穂
元
・
六
・
＋
五
直
後
）

　
内
藏
寮
雑
掌
申

　
　
御
厨
子
所
預
宗
基
襲
謀
子
細
等
欲
訴
申
処
、
為
遁
糺
断
、
遮
致

　
　
欝
三
条
、
罪
科
不
可
旋
纏
上
者
、
先
可
融
鮎
燦
所
職
条
々

　
副
進

　
　
二
通
　
代
女
勅
裁
案
　
雌
有
数
通
、
略
之

一
　
象
搬
執
　
奏
状
云
、
御
厨
子
研
被
管
公
人
等
謹
需
上
云
々
、
被

管
等
直
訴
事
被
停
止
之
条
、
勅
裁
明
鏡
之
処
、
先
被
　
宣
下
之
条
、

違
先
例
之
上
者
、
彼
等
申
状
謹
返
上
之
、
土
瓶
公
人
等
於
管
領
、
申

挙
之
時
、
雛
一
事
、
無
子
細
、
被
爆
　
奏
之
処
、
令
訴
申
条
々
、
何

事
哉
、
此
上
者
、
於
向
後
者
、
無
左
右
、
不
可
有
執
沙
汰
、
於
薩
訴

者
、
文
任
先
々
勅
裁
、
可
被
停
止
也
、
已
下
略
之

五
、
御
厨
子
所
公
人
等
重
訴
状
（
抄
写
）
　
　
（
延
総
元
ヵ
）

　
御
厨
子
所
被
管
等
軸
言
上

　
　
歓
被
棄
描
内
藏
寮
雑
家
無
窮
課
陳
状
、
任
先
例
、
被
止
長
窟
直

（6）



御
沙
汰
井
寮
官
等
非
分
綺
、
当
所
供
御
人
旧
事

副
進

蔵
人

所
御
牒
案

蔵　　蔵　　三
人　　人　　人
所　　所　　所
感　　御　　御
嬢　　牒　　灘i
案　　案　　案

蔵
人

所
御
牒
案

宮　　官　　官

符　　符　符
丁　　宣　宣
旨　　旨　　旨
案　　案　案

村宗弘事等建総元
諏願丈事解文供預細事茂慕被建事1書安
供宗永
御璽転
入解一
事状年
　、正
　被月
　惇哩i’

　止五
　諸替
　方’
　帯芝
　儀御
　灘凝
　山子
　都所

状永御繕言
、七口信二

被年事解年
停職
止月
内日
蔵’
寮依
押御
二三
菓子
子瓶
供預
御宗
人信

状十
、二：

被月
停十
止二
七日
暮’
司依
口唱
妨厨
菓子
子所

欺績裁保
濾出下三
、年丹年

齢脳波九
止二國月
内月字口
蔵日津、
寮’庄依
違依桂御
舌L御供厨
菓厨御子
一子子人所

供漢飼解
御預場状
入宗事、

串三
智年
、一

堂二
裁月

下廿
河二
内属
国’
大依
江御
御厨
厨子
河三
倍預

解欝　’永

状三盛二
、年幾年

被直下七
裁一河月
下月内十
河廿圃二
内三大欝
國臼江’
大’御依
江依厨御
御御検厨
厨厨決争
供子事駈
御所　解
人預

已
上
就
当
所
預
直
　
奏
、
被
裁
下
之
所
見
也
、
此
内
嘉
顧
元
年
・

交
永
七
年
論
陣
者
、
依
預
訴
、
被
鳶
別
当
非
分
沙
汰
立
証
文
也
、

此
辺
当
所
直
　
奏
、
或
裁
許
予
本
所
、
或
愚
痴
諸
方
之
院
宣
・
総

旨
等
旧
案
正
交
、
錐
有
数
百
通
、
依
繁
、
略
之

座
に
つ
い
て
（
赤
秘
）

一
通
　
当
所
三
三
案

　
通
　
蚤
所
之
符
案

一
通
三
三
三
三
案

一
通
当
所
三
三
案

一
通
当
所
之
符
案

一
通
当
所
之
符
案

一
通
当
所
之
符
案

一口

ﾊ
　
当
所
飾
釦
案

名応知事永臣専管姦成御書清行延臣鎚治判階麟三原職長
田保状、漁判門職承諾免工科職久
慈二間甥元
’年　当年
別八掛葎十
当月之宮二

照三三

権弩
大、

足江
張御
守厨
平供
朝御
臣入

兜月

藤六
原阿
朝、
綴糟
転進

’御

預薗
別惣
成官
下職

　　　　　　　　　　、伎腰
権二三行田六朝事元預庁隣
イ左　　、年　一F⊇蒙事年　　臣　　、年　歪三役年

備別四文、二判別五位事一ヒ
前当月　、別月
露鯵ナ｛一粟当十

藤理九繁伊三
原左艮　’豫Ff
朝宮、略守、
簾城河之藤河
’使内

戦左大
瓶中江
位弁碑
紀兼厨
朝左惣

原内
三大
臣江
’御

預厨
鋼供

当月清、月
左十科易1四
馬糞朝当冒
頭鐸臣太、
藤、判皇漢・
原河
朝内
臣大
、江

預出
散厨
位執

太虚
后厨
宮鵜
亮飼
藤土
原不
朝可

朝敦腎判事元
臣行黒　　’八
、職年

預事二
一；’正

都甥月
頚当4＝i一

兼憲…載

土夏日
佐衛’
撫佐河

藤美爵
原1乍大

朝守江
臣7，1言i簿

別年
拳十
伊～
澱月
守一1ゴー

源tt一一

朝碕
臣’
’精

預進
釆蜘
女國
正検
藤校

一
通
　
大
外
記
師
景
朝
臣
状
案

　
一
通

已
上
、

大
夫
更
愚
母
宿
称
状
案

御
厨
子
所
別
当
必
非
内
蔵
頭
兼
職
、

有
寮
家
被
管
者
之
所
見
也

烏
羽
三
脚
代
内
蔵
寮
頭
事
、
依

定
信
軸
距
被
尋
問
、
所
属
書
誤

同
御
宇
御
厨
子
阪
別

轟
環
、
子
細
珂
葡

　
　
　
当
所
預
已
下
又
不
可

七
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塵
に
つ
い
て
（
赤
松
）

一
通
　
当
所
預
外
題
案

一
通
　
当
所
預
外
題
案

一
通
　
当
所
預
外
題
案

1檬モ

遜箋糞

1鳶鞭

i欝事換

・理安略
’貞之 預関

醜畢

内月

守十
平六
朝日
臣、
’大

下江
野御
撫厨
守赤
橘供
朝立

延
久
五
年
正
耳
脅
二
鷺
、
就
阿
□
羽
建
人

大
神
進
解
状
、
進
之
、
預
数
位
鵜
朝
臣
判
、

此
状
被
引
藪
弘
安
官
符
也

大
治
五
年
二
帰
十
三
日
、
依
散
位
経
実
解

状
、
成
之
、
預
掃
部
頭
兼
安
芸
守
藤
原
資

盛
掬
判

保
延
五
年
十
一
月
日
、
依
大
江
御
厨
供
御

人
解
状
、
成
之
、
三
惑
盛
判

　
　
　
　
　
　
　
　
大
江
御
厨
赤
供
立

　
預
河
内
守
平
朝
臣
、
下
野
撫
守
橘
朝

已
上
、
御
厨
舛
供
御
入
所
務
検
断
事
、

也
、
而
近
誉
者
不
可
愚
計
、

蓋
題
言
語
誌
蒋
、

一
通
　
同

一
通

｛
通

御
教
書
案

高
二
位
朧
箋
聖
節

四
条
二
蝕
繕
政
家
請
叉
案

　
　
　
　
夏

考
　
任
上
墓
御
趣
旨
、
可
謡
講
宗
門

沙
汰
事

二
月
八
欝
、
同
前
、
魚
鳥
供
御
入
事
、

寒
季
法
師
申
立
之
後
、
無
寮
頭
進
止

例
事

　
　
円
月
九
日
付
、
天
福
元
、
鳥

　
　
供
御
人
、
為
預
、
令
成
敗
事

　
　
　
．
丁
細

　
　
　
嗣
前

已
上
二
運
、
左
大
弁
光
俊
朝
臣
国
頭
之
時
、
被
成
新
儀
下
之
刻
、

定
論
朝
臣
就
訴
申
、
勅
問
之
身
丈
也

一
通
　
当
所
別
当
下
知
状
案

一
通
　
当
所
鋼
当
下
知
状
案

一
通
　
当
所
別
当
下
知
状
三

一
逓
　
当
所
別
当
下
知
状
三

八

　
一
通
　
当
所
別
当
下
知
状
案

已
上
、
宗
季
朝
臣
被
申
立
押
後
、
別
相
伝
奉
行
供
御
人
公
事
、
被

止
寮
生
被
管
非
分
綺
之
所
見
也

蓬
寮
夏
吉
請
峯
難
山
朧
難
勘
謬
劇

毒
論
旨
案
七
聾
舗
パ
瀟
藩
鰍
鍛

巳
上
、
当
供
御
人
事
、
寮
方
被
管
不
可
叢
濃
之
所
見
内

一
通
別
当
宣
案
覇
緻
舗
鮒
璽
。
叉

蓬
当
所
請
嚢
翫
離
諮
面
恥
講
鰯
昼
餐
子

十
一
二
七
日
付
、
建
長
、
四
条
大

納
言
家
時
、
鳥
供
御
入
目
、
如
被

串
上
、
非
無
其
謂
之
上
、
度
々
院

宣
上
者
、
任
先
例
、
可
歎
沙
汰
由

察ナ
ニ
月
十
七
日
付
、
文
永
七
年
、

大
蔵
卿
三
業
卿
御
上
、
魚
鳥
供
御

人
後
懸
事
、
被
相
伝
三
八
、
為
預

所
沙
汰
可
召
進
由
事

十
二
月
骨
難
解
付
、
弘
長
元
年
、

平
騎
馬
親
継
卿
時
、
鳥
供
御
人
訴

箏
、
募
長
官
威
、
弐
寮
官
、
歎
下

部
、
魚
取
磯
馴
車
止
事

三
君
五
縫
付
、
丈
永
七
年
、
頭
皇

后
宮
亮
為
輔
朝
磁
之
時
、
継
嗣
供

御
人
事
、
嵐
建
立
最
初
、
相
伝
棄

行
、
無
長
官
碑
綺
、
陶
器
錐
訴
串
、

不
可
有
御
口
入
鑛
、

永
仁
二
年
十
月
口
、
此
一
通
者
透

了
、
被
俸
止
寮
官
等
町
面
口
入
事

（8）



　
　
一
通
　
津
江
御
厨
立
面
供
御
人
法
蓮
請
交

　
　
一
通
網
種
曇
’
重
壁
齋
噸
鰭
翫
バ
糟

　
已
上
、
侍
従
大
納
言
家
寮
務
時
、
当
所
供
御
人
事
、
長
宮
無
直
御

　
沙
汰
所
見

　
　
薄
髭
宰
鶴
鷲
御
返
設
置
M
購

　
当
寮
頭
御
家
人
乱
離
…
冨
所
見

　
　
蓬
葵
所
篠
談
諾
結
露

　
　
蓬
種
露
点

　
巳
上
、
都
響
供
御
人
、
御
厨
子
所
調
進
止
所
見

回
当
所
供
御
人
事
、
代
女
預
申
立
之
、
梢
伝
奉
行
之
間
、
被
停
止
内

蔵
寮
被
管
輩
非
分
綺
之
子
細
、
先
度
言
上
畢
、
袋
者
内
蔵
寮
雑
俳
進

陳
状
者
、
已
下
依
纂
多
、
略
之

六
、
官
心
且
凶
日
　
（
抄
写
）
　
　
　
　
　
　
ニ
ル
・
氷
二
・
七
・
十
六

　
左
弁
官
下
　
河
内
国

　
　
激
烈
官
使
、
任
延
喜
五
年
国
司
応
訴
、
令
検
注
言
上
大
五
御
厨

　
　
四
重
井
供
御
人
交
名
・
在
家
。
免
田
勉
所
等
事

　
副
下
　
延
喜
五
年
国
司
請
交
案
壱
通

右
舷
御
厨
子
所
今
月
九
日
解
償
、
彼
御
厨
司
儒
、
崇
御
厨
者
、
綴
喜

　
　
　
　
座
擢
に
つ
い
て
（
赤
松
）

入
藤
状
聾
竪
糞
餐
行
之

　
　
元
永
二
年
七
月
十
六
濤
　
　
　
．
大
皮
小
槻
宿
禰
在
判

　
右
中
蓋
源
朝
臣
在
判

　
以
上
の
六
通
の
丈
書
と
小
野
氏
が
全
交
を
紹
介
し
た
宮
内
庁
の
紙

背
交
書
十
七
通
を
合
せ
て
考
え
る
と
、
六
角
餌
魚
供
郷
人
が
次
の
よ

う
な
事
情
で
成
立
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
供
御
人
は
本
来
、
天

皇
の
供
御
、
即
ち
膳
部
調
進
の
材
料
累
進
を
職
掌
と
す
る
も
の
で
あ

る
が
、
令
・
格
・
式
に
は
規
定
が
な
い
。
従
っ
て
始
め
て
置
か
れ
た

時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
後
期
以
後
に
は
凪
記
や
文
書

に
数
多
く
見
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
現
わ
れ
て
い
る
事
笑
か
ら
察
す

る
と
、
当
初
は
京
都
に
居
住
の
者
が
僅
命
さ
れ
た
職
で
は
な
く
、
地

方
の
御
厨
。
御
薗
な
ど
に
居
住
の
考
が
任
ぜ
ら
れ
た
ら
し
い
、
こ
の

供
御
閣
係
の
御
厨
で
所
見
の
古
い
の
は
近
江
筑
摩
御
厨
で
あ
っ
て
、

も
と
は
大
膳
職
の
所
管
に
属
し
た
が
、
延
謄
十
九
年
五
月
十
五
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

内
膳
司
が
管
轄
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
、
こ
の
稗
、
厨
に
は
中
央
の

膳
部
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
長
が
置
か
れ
た
が
、
供
御
貢
進
の
責

紐
は
、
近
江
国
内
に
存
在
し
た
勢
多
・
和
魎
・
田
上
御
網
代
や
皇
太

后
宮
職
の
御
網
代
と
同
じ
く
、
倦
了
即
ち
そ
の
土
地
に
居
住
の
公
艮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

（9）



　
　
　
　
座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

が
負
担
し
て
い
た
、
彼
等
は
潔
斉
し
て
こ
の
役
に
従
事
し
毎
日
叉
は

毎
年
で
い
く
ら
と
定
め
ら
れ
て
い
る
供
御
を
供
進
し
た
の
で
あ
る
、

と
こ
ろ
が
九
世
紀
の
末
葉
、
地
方
土
豪
所
有
の
墾
田
が
中
央
の
権
力

者
に
寄
進
さ
れ
て
荘
園
化
す
る
齋
震
犬
が
支
配
的
に
な
っ
て
来
る
と
、

供
御
上
進
の
体
制
に
も
重
大
の
変
化
が
生
し
た
。
則
ち
荘
園
同
様
に

供
御
の
事
務
を
掌
る
野
梅
…
覇
進
物
所
が
申
心
と
な
っ
て
、
諸
院
生
な

ど
中
央
の
権
力
者
が
勝
手
に
地
方
に
多
数
の
怪
人
を
任
命
し
、
土
豪

は
三
人
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
公
役
を
拒
否
す
る
情
勢
が
顕

著
に
な
っ
た
の
ぞ
あ
る
、
し
か
も
弊
害
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
か

っ
た
、
新
し
い
購
入
は
供
御
を
貢
進
ず
る
こ
と
を
笠
に
藩
て
、
急
航

を
苦
め
た
。
恐
ら
く
公
民
ぞ
あ
る
地
方
民
を
私
民
化
し
よ
う
と
し
て

圧
力
を
加
え
た
の
ぞ
あ
ろ
う
。
太
政
窟
は
元
慶
七
年
十
月
廿
六
阻
に

内
豪
渓
進
物
所
業
野
宮
に
対
し
、
勝
手
に
思
人
を
任
命
す
る
の
を
禁

　
③

止
し
、
仁
、
和
元
年
九
月
七
這
に
は
特
に
筑
摩
御
厨
の
長
と
調
丁
を
廃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

止
し
、
．
催
丁
を
以
っ
て
こ
れ
に
代
え
た
。
即
ち
御
厨
の
■
百
人
ば
か
り

で
な
く
、
そ
の
長
ま
で
、
特
定
の
者
を
用
い
る
こ
と
を
中
止
し
た
の

ぞ
あ
る
。
し
か
し
公
権
が
私
権
化
す
る
傾
向
が
つ
よ
ま
り
っ
っ
あ
っ

た
当
時
で
は
、
て
の
よ
う
に
措
置
し
て
竜
、
効
果
の
な
い
こ
と
は
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

ら
か
で
あ
っ
た
，
筑
摩
御
、
厨
で
も
供
御
が
多
く
閣
怠
し
た
．
太
政
嘗

で
は
北
む
な
く
仁
和
三
年
六
月
十
一
巳
に
ま
た
筑
摩
御
厨
に
長
と
調

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

丁
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
蟹
入
が
増
加
し
た
ば
か
り
で
な
ノ
＼
御
厨

も
盛
ん
に
増
設
さ
れ
た
、
延
堂
三
一
年
三
月
十
三
H
に
草
名
な
荘
園
停

止
令
と
同
時
に
厨
の
停
止
令
が
発
布
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
を
抑
制
し

よ
う
と
す
る
最
後
の
努
力
で
あ
っ
た
。
だ
が
古
く
か
ら
内
膳
司
に
所

属
し
て
い
た
御
厨
だ
け
で
は
、
朝
廷
の
必
要
を
満
た
す
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
ら
し
い
。
御
厨
禁
止
令
の
撮
た
延
喜
二
年
よ
り
三
年
後
の

延
喜
五
年
に
は
蔵
入
所
説
と
河
内
国
司
の
請
文
で
大
江
御
厨
が
設
立

　
　
⑲

さ
れ
た
。
　
そ
の
牒
。
請
交
は
と
竜
に
散
侠
し
た
が
、
牒
は
国
中
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

池
・
河
。
津
等
を
御
厨
領
に
せ
よ
と
の
命
令
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

請
文
は
御
厨
の
早
牛
・
供
御
人
の
名
簿
。
雨
受
・
免
田
の
眞
数
を
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
考
え
る

と
、
大
江
御
厨
は
催
丁
即
ち
一
般
公
民
の
課
役
に
墓
礎
を
置
い
た
も

の
で
な
く
、
特
定
の
蟄
入
即
ち
供
御
人
の
貢
進
が
中
心
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
祝
う
．
そ
の
設
立
に
国
司
が
講
交
を
為
し
て

い
る
こ
と
は
、
延
喜
二
年
に
出
た
御
厨
禁
止
令
を
考
慮
し
て
、
中
央

の
官
庁
が
勝
手
に
設
置
せ
ず
に
、
国
司
の
協
力
を
得
て
設
立
さ
れ
た

（　1．O　）



こ
と
を
示
す
も
の
と
思
う
．
こ
の
御
厨
の
新
し
い
経
営
は
成
績
が
よ

か
っ
た
と
見
え
、
延
喜
十
一
年
十
二
月
＋
口
の
官
符
で
山
城
。
大

和
・
摂
津
・
河
内
・
和
泉
・
近
江
の
六
型
が
縫
次
御
蟄
の
国
と
定
め

　
　
⑭

ら
れ
た
、
恐
ら
く
大
江
御
厨
と
同
じ
よ
う
に
し
て
国
書
に
多
数
の
御

厨
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
増
加
し
た
御
厨
を
所
管
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
役
所
と
し
で
新
に
御
厨
子
所
が
置
か
れ
た
．

　
ロ　

平
安
時
代
中
期
に
発
生
し
た
供
御
入
は
こ
の
よ
う
に
地
労
居
住
が

原
則
で
あ
っ
た
が
、
供
御
人
は
朝
廷
と
の
縦
の
関
係
で
結
ば
れ
た
外

に
、
地
方
で
彼
等
だ
け
の
横
の
組
織
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、

ま
だ
決
定
を
見
な
い
問
題
で
あ
る
。
彼
等
の
間
に
何
か
有
力
な
連
絡

組
織
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
朝
世
紀
に
見
え
て
い
る
大
炊
寮
御
記
田

供
御
人
が
、
河
内
国
石
川
郡
御
稲
田
供
御
人
の
名
田
に
対
す
る
課
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

に
関
連
し
て
、
数
百
人
の
群
を
な
し
て
朝
廷
に
倣
訴
し
た
こ
と
で
、

推
測
で
き
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
ぞ
あ
っ
た
か
を
具
体
的

に
示
す
奥
料
が
な
い
の
ぞ
あ
る
。
朝
廷
と
の
縦
の
関
係
も
、
ど
の
よ

う
に
組
織
さ
れ
て
い
た
か
と
云
う
具
体
的
な
こ
と
に
な
る
と
、
殆
ど

な
に
も
解
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
．
平
安
時
代
の
地
方
の
住
民
の
こ

の
種
の
組
織
で
解
っ
て
い
る
も
の
と
云
う
と
、
松
尾
社
の
西
七
条
の

　
　
　
　
座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

宮
座
位
し
か
な
喰
神
社
と
氏
子
の
関
係
で
は
な
く
、
領
主
と
住
民

の
関
係
で
組
織
さ
れ
た
村
落
の
座
の
平
安
時
代
の
史
料
を
見
解
す
こ

と
は
私
の
以
前
か
ら
の
念
願
ぞ
あ
っ
た
が
、
は
し
な
く
も
青
蓮
院
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
・

水
蔵
聖
教
の
紙
背
文
書
に
そ
れ
を
士
爵
す
こ
と
が
で
き
た
。
次
に
そ

の
本
書
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

八
瀬
刀
蘭
乙
犬
丸
解
　
申
請
青
蓮
房
僧
都
御
一
房
政
所
無
事

　
請
被
殊
蒙
慈
恩
、
任
本
免
除
道
理
、
事
子
細
令
申
大
僧
正
御
室
給
、

　
早
令
免
除
俄
杣
夫
役
充
責
凌
、
不
安
愁
状

右
乙
犬
丸
謹
検
案
内
、
年
来
之
開
、
轡
型
黒
刀
禰
職
、
尤
偏
所
被
免

除
雑
役
也
、
然
今
年
始
俄
充
豊
麗
伐
夫
役
、
所
被
興
信
櫟
、
甚
以
非

例
尤
深
、
只
寺
家
下
部
等
上
下
山
’
6
間
、
供
給
等
勤
仕
之
、
於
此
杣
条

者
、
為
愁
、
不
知
之

叉
叫
十
一
鮭
太
郎
丸
、
v
為
書
璽
謁
交
衆
…
、
　
鰍
削
仕
座
役
、
　
主
上
口
詩
雷
円
山
ハ
｛
炭
」
也
、

然
秦
重
行
莞
指
雑
役
酒
肴
之
勤
、
常
器
企
塵
隠
、
甚
莞
其
謂
、
如
此

房
ハ
、
四
座
役
功
労
、
断
号
座
田
…
也
、
望
慈
恩
、
任
道
理
、
子
編
令

申
言
大
僧
正
御
蜜
給
、
R
被
免
除
件
男
役
、
且
又
被
管
止
件
重
行
非

道
座
論
、
岸
本
道
理
、
被
令
着
酪
考
、
将
仰
正
道
之
貴
、
弥
知
勢
威

之
強
、
掌
編
子
細
、
謹
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
、
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座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

　
　
寛
治
六
年
九
月
竃
日
　
　
　
　
　
　
　
刀
．
禰
　
乙
犬
丸

　
こ
の
飛
宇
に
よ
る
と
、
村
民
の
閥
に
座
が
組
織
さ
れ
て
い
て
、
交

衆
の
塵
次
が
定
ま
っ
て
お
り
、
饗
応
が
そ
れ
に
加
入
し
て
い
る
者
の

義
務
と
云
う
体
制
が
、
春
夢
院
領
の
山
城
国
八
瀬
里
で
は
、
早
く
寛

治
六
年
に
ぞ
き
上
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
座
が
、
何

を
目
的
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
者
で
組
織
さ
れ
た
か
と
云
う
こ
と
は

明
ら
か
ぞ
な
い
が
、
村
↓
い
洛
共
同
体
の
内
部
組
織
で
あ
る
宮
座
そ
の
も

の
で
な
い
こ
と
は
、
神
社
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、
海
内

鶴
の
紛
糾
が
領
主
で
あ
る
青
蓬
院
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
確
め

ら
れ
る
．
恐
ら
く
は
、
八
瀬
里
の
住
民
が
全
部
・
加
入
す
る
建
前
で
は
、

な
く
、
青
蓮
院
に
何
か
の
奉
仕
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
者
が
集
っ
て
組

織
し
た
塵
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
そ
の
豫
胎
は
遠
藤
氏
が
強
調
し
た

宮
座
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
の
考
察
は
他
日
に
譲

り
、
こ
こ
で
は
平
安
時
代
に
村
落
に
領
主
と
の
関
係
で
組
織
さ
れ
た

座
が
存
し
た
こ
と
を
確
証
す
る
に
止
め
る
。

　
平
安
時
代
中
期
に
発
生
し
た
地
方
居
住
の
供
御
人
が
嶺
初
か
ら
組

合
を
組
織
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
右
の
輿
料
に
よ
っ
て
可
能

性
が
高
く
な
っ
た
が
、
次
の
問
題
は
、
当
初
供
御
人
と
し
て
、
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

居
住
の
も
の
が
指
定
さ
れ
た
の
に
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
平
郷
居

住
の
六
角
声
明
魚
…
訟
陶
人
”
か
供
御
人
に
甲
種
撫
疋
さ
れ
た
の
は
絢
故
か
と
い
・
り

こ
と
で
あ
る
、
今
迄
の
郡
民
は
こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
閣
ら
か
に
し

て
い
な
い
の
で
、
い
ろ
い
ろ
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
．
そ
の
な
か

ぞ
代
表
的
な
も
の
は
、
荘
園
の
増
加
、
国
衙
領
の
減
少
に
依
っ
て
、

官
入
の
俸
禄
支
給
が
困
難
に
な
っ
た
こ
と
が
こ
の
変
更
の
根
本
的
な

原
因
で
あ
っ
て
、
地
方
の
上
分
で
減
少
し
た
も
の
を
都
市
の
商
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
ら
徴
収
し
た
の
だ
と
説
い
て
い
る
。
今
度
紹
介
の
丈
永
十
一
年
正

月
廿
五
日
の
蔵
人
所
牒
と
延
慶
　
二
年
頃
と
推
定
さ
れ
る
御
厨
子
所
公

人
等
訴
状
に
は
、
建
久
三
年
に
御
厨
子
里
預
宗
季
が
三
条
以
南
即
ち

六
角
町
で
魚
鳥
等
を
売
買
す
る
商
人
を
供
御
人
に
詣
耀
し
た
の
は
、

諸
国
の
供
御
入
が
減
少
し
、
，
諸
国
か
ら
の
国
費
の
質
進
が
絶
え
た
の

が
原
因
で
あ
っ
て
、
六
・
・
駕
町
魚
供
御
人
か
ら
上
分
を
徴
為
し
、
そ
れ
に

依
っ
て
供
御
が
調
進
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
あ
る
、
こ
れ
は
上
に
3
1
用

し
た
推
論
が
正
し
い
こ
と
を
裏
書
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
事
実
の
推
移
は
そ
う
簡
単
に
行
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
平

安
時
代
掛
構
に
供
御
人
が
発
生
し
た
縛
の
事
情
で
解
る
よ
う
に
、
供

御
人
は
寛
平
延
喜
を
一
転
磯
と
す
る
荘
園
制
の
発
展
と
一
連
の
事
実

（12）



と
し
て
、
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
荘
園
図
と
は
盛
衰
を
共
に
し
て

も
、
基
本
的
に
矛
盾
す
る
も
の
ぞ
は
な
い
の
ぞ
あ
る
。
殊
に
荘
園
は

院
政
時
代
に
入
る
と
、
荘
園
整
理
令
の
影
響
を
受
け
て
か
な
り
変
質

し
た
が
、
供
御
人
の
本
拠
の
御
厨
ぼ
勅
旨
田
と
同
じ
く
、
設
立
の
基

礎
が
直
接
朝
廷
に
在
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
影
響
は
少
く
、
曲
り
な
り

に
も
存
在
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
問
題
は
供

御
人
の
減
少
、
御
亭
の
杜
絶
は
何
時
の
こ
と
か
と
嚢
う
こ
と
に
な
る

が
、
私
は
蔵
人
所
牒
や
公
入
訴
状
に
ゑ
つ
て
い
る
の
は
、
平
安
時
代

後
期
の
貢
納
の
一
般
傾
向
を
さ
し
た
竜
の
で
な
く
、
平
氏
の
末
年
に

諸
国
の
源
疑
が
…
斉
に
蜂
起
し
た
た
め
に
、
京
都
に
運
上
の
物
資
が

減
少
し
て
、
京
申
の
上
下
を
お
し
な
べ
て
困
窮
し
、
市
で
の
売
買
竜

　
　
　
⑳

中
絶
し
た
時
の
こ
と
を
さ
し
た
と
解
す
る
の
が
正
し
い
と
思
う
。
平

氏
が
滅
亡
す
る
と
、
庄
園
公
領
に
は
地
頭
が
置
か
れ
て
庄
園
領
有
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

大
き
な
打
撃
を
受
け
た
。
御
厨
も
そ
れ
を
免
れ
な
か
っ
た
。
供
御
貢

進
の
中
絶
に
困
っ
た
御
厨
子
所
が
窮
境
を
打
開
す
る
方
策
と
し
て
、

語
調
で
営
業
を
盛
ん
に
や
っ
て
い
た
町
嫁
入
に
富
国
し
、
そ
れ
を
供

御
入
に
指
定
し
た
の
は
止
む
を
得
な
い
措
置
で
あ
っ
た
。
延
慶
一
二
年

の
公
入
訴
状
に
よ
る
と
、
六
角
町
魚
商
人
を
供
御
人
に
指
定
し
た
の

　
　
　
　
塵
に
つ
い
て
（
赤
松
）

は
、
既
に
減
少
し
た
諸
国
の
供
御
入
（
狩
取
）
を
再
び
御
厨
子
所
に
呼

び
戻
す
（
誘
3
1
）
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
。
御
厨
子
所
は
地
方
の
供

御
入
か
ら
得
て
い
た
も
の
の
埋
め
合
せ
を
、
六
角
町
の
魚
商
人
に
求

め
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
等
を
供
御
入
に
指
定
す
る
こ
と
に
依
っ

て
、
地
方
の
供
御
人
に
対
す
る
支
配
権
が
復
活
す
る
こ
と
を
期
待
し

た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
決
し
て
見
当
外
れ
の
期
待
で
は
な

か
っ
た
。
平
安
当
代
末
期
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
近

江
国
粟
津
御
厨
供
御
人
は
、
恐
ら
く
六
角
町
魚
商
人
と
の
取
引
関
係

に
基
づ
い
て
で
あ
ろ
う
、
鎌
倉
隣
代
中
期
に
は
六
角
町
魚
供
御
入
の

店
鋪
を
借
り
て
こ
こ
で
営
業
す
る
よ
う
に
な
り
、
座
役
を
御
厨
子
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
納
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
粟
津
御
厨
供
御
人
の
六
角
町
進
出
は
今

迄
に
知
ら
れ
て
い
る
褒
料
に
も
見
え
て
い
る
の
で
、
誰
ぞ
も
知
っ
て

い
る
が
、
実
は
、
六
角
町
魚
供
御
人
と
の
関
係
は
明
瞭
で
な
か
っ
た
。

人
に
依
っ
て
こ
の
事
実
は
地
方
の
行
商
人
が
東
都
に
進
溢
し
て
座
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
な
っ
た
適
例
で
あ
る
よ
う
に
…
説
明
さ
れ
て
き
た
．
そ
れ
が
今
度
紹

介
の
史
料
ぞ
、
そ
の
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
初
め
て
明

確
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
粟
津
供
御
入
は
京
都
進
幽
の
後
、
販
売
区

域
を
次
第
に
蕾
め
、
中
世
末
期
に
は
塩
と
塩
合
物
の
市
場
に
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三

（13）



　
　
　
　
鰹
に
つ
い
て
（
赤
松
）

勢
力
を
持
ち
、
後
に
は
京
都
中
の
魚
影
商
売
を
独
占
す
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
に
六
角

町
魚
商
人
と
の
連
繋
を
持
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
平
安
時
代
後
期
か
ら

鎌
倉
品
玉
前
期
に
か
け
て
、
京
都
の
町
商
人
が
当
時
の
経
済
界
に
対

し
て
持
っ
て
い
た
影
響
力
が
如
何
に
大
き
か
っ
た
か
は
、
こ
の
事
実

で
竜
知
ら
れ
よ
う
。
京
都
の
よ
う
な
大
き
な
都
市
の
町
区
域
で
、
一

種
の
専
売
権
を
持
っ
て
い
た
町
座
が
果
し
た
役
捌
に
つ
い
て
は
、
も

っ
と
正
し
く
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

　
中
点
の
建
築
工
の
う
ち
で
は
仕
事
の
需
要
が
最
も
多
く
、
組
織
屯

大
き
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
京
都
の
建
築
エ
の
研
究
が
、
先
に
の
べ

た
よ
う
に
進
ま
な
か
っ
た
の
は
、
考
察
の
き
っ
か
け
と
な
る
程
有
力

な
庚
料
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
不
図
し
た
こ
と

で
鎌
倉
時
代
後
期
の
永
仁
照
年
の
京
都
在
住
の
建
築
工
の
概
数
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
組
織
を
記
し
た
七
通
の
交
書
を
見
聰
し
て
、
京
都
の
建
築
工
に
大

き
な
興
味
を
持
つ
た
。
こ
の
丈
書
は
永
仁
四
年
に
修
理
職
が
そ
の
仕

事
で
あ
る
朝
廷
の
庁
舎
修
理
工
事
の
促
進
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
暇

て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
京
都
の
欝
欝
所
属
の
建
築
工
の
う

ち
、
各
大
工
を
除
い
て
末
工
は
全
部
そ
の
工
嚢
に
動
員
し
た
い
と
申

掛
て
、
許
可
の
編
旨
を
受
け
、
い
ま
ま
で
公
役
を
免
除
さ
れ
て
い
た

社
寺
工
の
聞
に
葛
藤
を
惹
き
起
し
た
こ
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
．

次
に
そ
の
本
文
を
紹
介
し
よ
う
。

一
、
修
理
職
官
等
申
状
　
　
　
　
永
仁
四
・
十
丁
二

　
修
理
職
官
玉
露
言
上

　
　
当
職
木
工
寮
工
等
、
依
無
人
数
、
御
修
理
及
遅
々
事

一
木
工
寮
工
、
或
田
回
五
人
、
或
五
六
人
、
三
密
役
之
闇
…
、
　
黒
増
戸
御
一
所

　
榊
殿
上
修
理
事
、
難
経
数
H
、
予
今
、
不
終
回
功
、
他
殿
舎
已
下

　
修
理
、
一
向
無
沙
汰
也
、
所
詮
、
自
当
道
、
飯
分
進
濡
荷
所
之
工

　
等
、
被
召
虚
辞
、
欲
被
輪
講
役
之
殿
舎
実

一
当
脇
職
工
、
　
或
六
・
七
人
、
　
或
八
九
人
、
　
精
血
之
闘
…
、
　
中
宮
御
轟
か
一
ご

　
対
井
進
物
所
等
未
終
事
功
、
何
底
止
修
理
転
所
た
、
難
解
熱
量
、

　
無
沙
汰
之
闇
、
所
歎
存
也
、
善
南
、
内
御
方
進
物
者
、
難
為
有
限

　
之
木
工
寮
役
所
、
当
職
年
預
薗
…
長
、
以
私
工
、
加
修
理
者
也

一
賀
茂
、
法
成
寺
、
西
園
寺
工
之
外
、
可
狩
催
散
在
工
数
由
、
就
被

　
仰
下
、
錐
尋
伺
、
未
無
従
其
役
之
輩
、
適
所
江
南
之
工
者
、
或
号

（　ltl　）



　
権
門
勢
家
之
工
、
或
称
諸
寺
諸
山
之
工
、
呼
笛
武
家
之
権
威
、
然

　
闇
、
為
一
人
、
不
従
公
役
、
併
忽
緒
　
朝
威
之
条
、
素
面
有
厳
密

　
之
御
沙
汰
者
裁

一
鴨
社
工
、
如
交
名
者
、
百
三
十
五
ん
也
、
此
人
数
以
外
多
之
、
以

　
半
分
、
可
被
奉
免
考
鰍
、
於
今
半
分
考
、
早
事
除
進
之
由
、
欲
被

　
仰
下
突

一
賀
茂
社
工
之
交
名
注
進
云
、
廼
当
社
之
近
辺
居
住
工
之
外
、
　
不

　
従
愚
蒙
之
聞
、
不
及
注
進
交
名
一
華
、
社
家
申
之
鰍
、
而
洛
中
番

　
匿
内
、
号
賀
茂
上
社
工
之
輩
等
、
多
以
在
之
云
々
、
所
詮
、
可
被

　
召
交
名
榊
在
所
之
注
交
者
歎

一
法
成
寺
工
事
、
如
交
名
者
、
百
八
十
余
入
門
、
此
人
数
叉
以
過
多

　
也
、
早
於
半
分
者
、
可
去
進
之
旨
、
可
被
仰
下
者
哉
、
野
壷
考
、

　
叉
一
向
被
勘
落
賀
茂
。
法
成
寺
之
一
等
、
木
工
職
大
工
等
可
令
勤

　
仕
社
役
寺
役
之
由
、
申
之
、
認
可
統
御
計
者
鰍

以
前
条
々
申
状
、
錐
為
難
儀
春
、
今
慶
御
修
理
之
闇
、
認
可
令
薩
進

賀
茂
・
法
成
寺
工
等
流
旨
、
可
被
　
笹
下
本
寺
本
社
新
詩
、
所
詮
、

御
修
理
及
遅
な
之
聞
、
粗
言
上
如
件

　
　
　
永
仁
四
年
十
一
月
二
日

　
　
　
　
座
に
つ
い
て
（
轟
亦
松
）

二
、
修
理
職
官
等
申
状
　
　
　
　
　
O
氷
仁
四
・
十
じ

番
匠
闇
条
々

蚕
葎
工
、
菱
名
婆
煮
莫
人
内
鵜
甦
人
、
縫
辺

　
十
二
人
、
被
奉
免
之
、
於
治
中
凶
人
者
、
歓
叢
論
藩
之

薦
竺
・
如
交
名
注
胆
嚢
真
工
⊥
臭
内
野
㍑
砕
ゐ
父
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
フ
ノ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ナ
ド
　
ほ

此
内
社
鍾
餐
斐
工
梵
、
纂
卑
z
、
於
奮
奎
蝉

者
、
欲
被
勘
落
之

　
「
仰
、
両
社
公
事
、
於
改
申
者
、
可
被
勘
落
之
由
、
先
暗
黙
社
家
」

　
。
加
筆

　
抑
当
社
工
事
、
以
何
十
入
、
為
員
数
、
可
有
名
奉
謝
位
置
、
社
家

　
帯
宣
旨
・
官
符
鰍
、
不
然
者
、
工
人
数
御
詩
論
事
、
常
在
鯨
帯
鰍
、

　
所
詮
、
以
　
公
家
大
工
等
、
被
補
社
家
大
工
者
、
云
社
役
、
云
公

　
役
、
共
以
可
致
忠
勤
下
話
、
此
上
者
争
祉
蒙
可
支
申
哉

一
法
成
寺
工
事
、
寺
家
注
丈
内
、
以
三
分
一
、
扇
落
切
出
職
家
鰍
、

　
将
又
此
御
作
事
之
闇
、
寺
家
工
皆
悉
令
参
勤
鰍
之
由
、
被
仰
下
之

　
処
、
猶
以
致
自
由
対
桿
之
上
者
、
早
以
　
公
蒙
大
工
等
、
被
遠
寺

　
家
大
工
者
、
云
寺
役
、
云
　
公
役
、
可
致
四
面
者
也
、
既
上
者
寺

家
何
可
支
申
哉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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鰹
に
つ
い
て
（
赤
松
）

　
「
、
仰
、
寺
籏
工
、
藤
本
顯
之
御
壷
、
被
定
人
数
鰍
、
文
随
時
、
膚

　
増
減
鰍
、
御
不
審
可
示
得
申
、
工
事
、
公
蒙
寺
家
公
事
可
申
開

　
之
」
G
加
筆

一
建
仁
寺
工
事
、
七
八
十
人
在
之
云
々
、
此
無
先
例
者
也
、
而
近
年

　
恣
募
武
威
、
寺
家
招
入
考
鰍
、
所
詮
、
大
工
一
入
欄
外
者
、
悉
欲

被
勘
藩
突

餓
、
建
仁
寺
長
老
無
隠
円
範
申
状
　
　
（
永
仁
四
）
十
一
・
骨
五

当
寺
工
繕
事
、
申
状
具
書
謹
進
覧
之
候
、
萄
＝
細
一
載
状
候
、
門
訴
有

串
御
沙
汰
候
乎
、
恐
憧
謹
言

　
　
　
十
一
月
廿
五
十
　
　
　
　
　
　
　
　
建
仁
寺
　
議
論

　
　
進
上
頭
兵
部
卿
殿

四
、
某
書
状
断
簡
　
　
　
　
　
（
永
仁
四
・
十
一
）

安
楽
寿
院
修
理
工
友
貞
、
禅
林
寺
大
工
ご
一
郎
男
望
、
為
　
禁
裏
修
理
、

建
直
寄
州
由
、
歎
申
、
非
修
理
職
木
工
寮
工
云
々
、
若
樹
催
免
之
様
、

可
融
申
口
覆
□
之
由
、
内
々
被
仰
（
下
欠
）

五
、
円
満
院
大
工
清
原
宗
重
申
状
　
　
　
　
永
仁
四
・
十
二

　
円
灘
…
院
御
所
大
工
清
原
宗
重
謹
言
上

　
　
歓
語
被
経
御
　
奏
闘
、
被
萩
野
工
面
三
郎
宗
安
・
又
太
郎
宗
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
等
住
宅
封
納
、
紐
先
例
、
末
品
等
一
蜀
被
免
除
公
役
由
、
被
陣

　
　
下
、
歳
安
堵
思
子
壷
畢

　
副
進

　
　
蓬
院
宣
講
壽

　
　
蓬
洞
院
殿
御
講
嚢
灘
脱
蘇

　
　
一
通
末
エ
交
名
一
通

右
宗
重
之
尊
父
宗
土
倉
、
依
為
法
成
寺
番
匠
、
本
自
不
勤
仕
　
公
役

之
処
、
猪
熊
殿
御
代
、
円
瀦
院
前
大
僧
正
御
房
、
為
御
師
跡
大
工
、

依
被
申
諸
之
、
自
被
避
進
以
来
、
御
門
跡
欝
園
城
寺
御
作
事
之
外
、

不
相
交
他
断
作
事
、
被
許
御
厨
子
所
御
中
闇
之
座
席
、
子
孫
三
代
之

聞
、
　
一
向
抽
御
師
跡
巧
匠
之
忠
勲
者
也
、
京
中
番
匠
之
中
、
更
無

如
此
之
等
倫
、
敢
非
散
在
十
五
之
准
拠
者
也
、
然
闇
末
工
等
曾
無
公

役
慰
仕
例
者
也
、
愛
建
治
ご
一
年
万
里
小
路
殿
御
造
営
無
職
、
宗
重
之

父
宗
光
轟
轟
粗
催
之
闇
、
先
例
之
次
第
薦
被
経
御
　
奏
聞
、
被
免
除

畢
、
院
宣
・
洞
院
殿
御
請
文
二
進
監
之
、
其
後
又
無
工
役
催
促
儀
善

処
、
□
□
二
十
土
製
馬
下
ロ
ロ
聞
、
罷
工
宗
安
・
宗
家
両
懸
催
促
之
，

間
、
（
中
欠
）
被
触
申
先
例
子
細
於
修
理
職
畢
、
凡
番
匠
富
農
被
駈
催

之
□
、
下
部
等
、
寄
事
於
左
右
、
激
獄
門
之
由
、
依
有
其
聞
、
且
任
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傍
例
、
不
可
零
墨
籍
乱
塾
、
博
打
　
宮
庁
御
札
於
末
工
等
住
宅
薯
｝
、

職
蒙
御
使
来
間
宗
安
・
宗
濠
住
屋
、
無
是
非
い
放
取
宮
庁
御
札
、
加

封
納
畢
、
理
不
尽
之
薫
、
不
便
之
次
第
也
、
擾
如
今
月
一
臼
　
論
旨

者
、
於
大
工
一
入
者
、
可
有
御
免
、
於
末
工
者
、
可
被
沼
進
之
由
被

仰
下
云
々
、
宗
重
蒙
御
免
条
、
尤
以
錐
雪
融
、
末
工
人
数
討
尋
、
此

分
隈
不
蒙
御
免
者
、
御
師
跡
舛
園
城
寺
御
作
事
慰
事
、
争
可
励
勲
功

哉
、
所
詮
、
宗
重
之
先
禮
、
依
為
法
成
寺
番
匠
、
本
来
不
従
公
役
之

上
、
被
忍
付
御
門
跡
大
工
之
役
、
文
不
相
交
誼
所
作
事
之
農
学
昔

至
今
、
曾
以
無
公
役
慰
書
之
例
者
也
、
非
散
在
工
鳶
口
烈
之
上
者
、

金
不
可
依
嵐
余
之
傍
例
、
云
道
理
、
云
先
例
、
以
分
晒
也
、
争
無
御

優
免
之
儀
哉
、
半
可
被
寄
進
末
工
等
之
藪
下
　
編
旨
之
上
者
、
御
沙

汰
之
内
申
也
、
職
家
下
部
等
、
無
左
右
、
何
可
及
住
宅
之
封
出
駕
、

先
早
被
解
宗
安
・
宗
蒙
住
魔
封
納
、
任
先
例
、
被
免
除
公
役
言
為
、

被
銀
盤
　
編
旨
、
欲
成
安
堵
之
思
莫
、
伍
言
上
如
件

　
　
　
永
仁
四
年
十
一
一
月
　
日

六
、
（
円
満
院
宮
令
旨
）
断
簡
　
　
　
　
　
（
永
仁
四
。
十
コ
）

大
工
宗
重
申
、
画
工
聞
事
、
昨
ロ
趣
御
　
奏
聞
落
忌
、
御
沙
汰
未
断

之
最
中
、
職
蒙
大
工
等
頻
致
狼
籍
候
云
六
、
不
便
之
次
第
候
鰍
、
其

　
　
　
　
鰹
に
つ
い
て
（
赤
松
）

聞
子
細
、
宗
重
．
々
申
状
如
此
、
御
沙
汰
落
屠
之
程
、
難
解
宗
安
・
宗

総
菰
鼎
静
仕
ぬ
一
毛
ナ
口
封
納
、
　
職
｛
原
轟
へ
工
整
V
停
・
止
　
（
下
秘
隠
」

七
、
修
理
職
官
等
申
状
断
簡
　
　
　
　
永
仁
四
。
・
†
二

（
首
根
）
被
執
申
工
者
、
国
光
。
国
定
云
々
、
以
雷
雲
入
、
為
大
工

歎
、
将
又
口
蓋
則
清
之
余
流
可
為
大
工
鰍
、
尤
不
審
也
、
所
詮
、
於

大
旨
一
人
場
外
者
、
被
勘
落
之
、
欝
欝
従
公
役
之
由
、
為
被
平
話
、

粗
言
上
如
件

　
　
　
永
仁
四
年
十
二
月
　
臼

　
以
上
七
通
の
輿
料
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
・
王
な
事
実
は
、
大
体
次
の

通
p
ぞ
あ
る
。

　
e
　
当
面
京
都
に
い
た
建
築
工
は
少
く
と
も
四
百
十
名
以
上
あ
り
、

　
そ
の
殆
ん
ど
全
部
が
両
賀
茂
社
。
法
成
寺
・
建
仁
寺
に
所
属
し
て

　
い
る
と
斎
う
集
中
的
な
態
勢
を
持
っ
て
い
た
こ
と
。

　
⇔
　
そ
の
う
ち
で
四
つ
の
社
寺
に
対
し
て
事
実
所
属
し
て
断
役
を

　
果
し
て
い
る
建
築
工
は
少
数
で
あ
っ
て
、
大
暑
分
は
名
義
だ
け
の

　
所
属
で
あ
っ
た
が
、
し
か
竜
事
実
上
の
所
属
工
同
様
に
、
朝
廷
の

　
命
令
に
依
る
公
役
に
従
う
義
務
は
免
除
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た

　
こ
と
。

一
七
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座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

昌
　
顯
つ
の
集
団
の
う
ち
ぞ
最
も
数
が
多
く
、
他
の
祉
寺
へ
も
進

出
し
た
の
は
法
成
寺
関
係
の
工
で
あ
っ
た
こ
と
。

働
　
建
仁
寺
に
所
属
す
る
建
築
工
が
多
く
な
っ
た
の
は
、
岡
寺
が

鎌
倉
幕
府
の
保
護
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
。

㈹
　
上
記
の
四
ケ
祉
寺
以
外
の
社
寺
ぞ
は
、
所
属
の
建
築
工
と
云

う
と
、
大
工
一
人
の
外
、
末
工
ニ
ヨ
三
年
と
云
う
の
が
普
通
ぞ
あ

っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
小
人
数
で
竜
、
四
ケ
社
寺
工
同
様
に
朝
廷

の
命
令
に
依
る
公
役
に
従
う
義
務
は
免
除
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し

た
こ
と
．

㈲
　
朝
延
の
修
理
工
事
を
主
宰
し
て
い
る
修
理
職
木
工
寮
が
、
動

員
し
得
る
建
築
工
は
一
〇
人
内
外
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
な
お
建

築
工
に
対
し
て
は
強
い
発
言
権
を
持
ち
、
建
築
工
の
公
役
免
除
の

取
消
し
を
上
官
に
要
請
し
、
そ
の
発
令
を
実
行
に
移
す
だ
け
の
実

力
を
持
ち
、
建
仁
寺
の
よ
う
に
鎌
倉
幕
府
の
保
護
が
及
ん
で
い
る

寺
院
に
も
同
様
に
働
き
か
け
た
こ
と
。

勧
　
修
理
職
の
考
え
で
は
、
修
理
職
所
属
の
建
築
工
と
社
寺
所
属

の
建
築
工
と
は
系
統
が
ち
が
っ
た
り
、
素
質
・
技
能
が
異
な
っ
た

り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
職
家
所
属
の
建
築
工
で
社
寺
の
建
築
が

一
八

　
充
分
に
で
き
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
。

　
㈹
　
専
属
工
を
持
っ
て
い
た
社
寺
で
は
大
工
以
外
の
末
工
の
公
役

　
免
除
取
消
の
朝
廷
の
命
令
に
強
く
反
対
し
た
こ
と
。

　
以
上
あ
げ
た
八
つ
の
事
実
を
更
に
要
約
す
る
と
、
中
世
の
京
都
の

建
築
工
は
意
外
に
数
が
多
い
の
に
、
比
較
的
少
数
な
集
団
に
集
中
し

て
い
る
こ
と
、
彼
等
に
対
す
る
修
理
職
木
工
寮
の
発
言
権
は
強
く
、

専
属
工
が
持
っ
て
い
る
職
場
独
占
、
公
役
免
除
の
特
権
は
さ
し
て
堅

固
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
社
寺
の
支
配
権
も
亦
余
り
強
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
い

ま
ま
で
歎
わ
れ
て
い
る
、
中
世
の
建
築
工
の
禺
自
は
地
方
の
寝
園
で

あ
る
場
合
が
多
く
、
従
っ
て
そ
の
系
譜
は
多
元
的
で
あ
り
、
領
主
の

統
制
が
強
く
、
専
属
工
と
し
て
一
般
の
需
要
に
応
じ
ら
れ
な
い
代
議

に
、
領
主
は
職
場
の
独
占
、
公
役
免
除
の
特
権
を
保
証
し
た
と
云
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

通
説
と
は
、
相
容
れ
な
い
。
通
説
を
信
ず
る
立
場
か
ら
云
う
と
、
永

仁
四
年
の
修
理
職
対
社
寺
工
の
紛
争
は
一
つ
の
除
外
例
で
あ
る
と
云

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
史
料
に
当
っ
て
…
見
る
と
、
事
実
は
そ
の

逆
の
よ
う
で
あ
る
．
次
に
一
二
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う
、

　
館
工
に
朝
廷
の
帰
依
の
厚
い
社
寺
で
は
、
専
属
の
建
築
工
は
あ
り

（18）



液
が
ら
率
総
改
築
な
ど
の
大
エ
事
は
専
風
エ
に
担
当
さ
す
こ
と
が
で

き
ず
、
修
理
職
の
大
工
が
主
宰
す
る
と
云
う
事
実
は
、
平
安
時
代
で

　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
決
定
的
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
隠
代
で
は
社
寺
工
の
地
位
は
次
第
に
高

　
　
　
⑲

ま
っ
た
が
、
南
北
朝
特
代
で
も
修
理
職
の
支
配
ガ
は
な
お
強
か
っ
た

　
⑫

の
で
あ
る
。
修
理
職
工
の
推
威
が
喪
失
し
た
と
見
ら
れ
る
の
は
、
次

　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
室
町
時
代
で
あ
る
蟻
こ
の
よ
う
な
主
張
の
裏
付
け
と
な
る
事
笑
は
＼

石
清
水
八
幡
宮
の
歴
史
に
見
禺
さ
れ
る
が
、
ま
た
外
の
社
寺
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

見
掛
す
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
京
都
ば
か

り
で
は
な
く
、
地
方
で
も
同
様
に
見
ら
れ
た
、
大
宰
府
や
国
衙
の
建

築
工
に
対
す
る
発
言
権
は
朝
廷
と
同
様
に
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

平
安
淋
代
ぞ
は
、
専
属
工
を
持
た
な
い
地
方
の
社
寺
は
建
築
工
の
斡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

旋
を
国
司
に
願
い
繊
た
し
、
所
属
工
を
持
っ
て
い
る
社
寺
は
、
国
司

か
ら
要
請
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
他
の
社
寺
に
借
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ

⑧た
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
た
地
方
居
住
の
建
築
工
が
す
く
な
か
っ
た
と

云
う
こ
と
ぞ
あ
っ
て
、
辺
鄙
な
と
こ
ろ
ぞ
は
そ
れ
は
殊
に
ひ
ど
か
っ

た
。
頼
朝
が
挙
兵
の
頃
、
安
房
国
在
庁
官
人
に
命
じ
て
庄
公
別
納
を

論
ぜ
ず
、
工
匠
を
す
す
め
し
め
た
が
、
鎌
倉
に
は
よ
い
建
築
工
が
な

く
、
武
藏
の
浅
草
に
一
人
い
た
の
を
鎌
倉
に
呼
び
繊
し
、
漸
く
に
し

　
　
　
　
座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

で
そ
の
薯
満
た
し
た
の
で
あ
⑱

　
こ
の
よ
う
に
建
築
工
に
対
す
る
修
理
職
。
扇
衙
の
支
配
力
が
強
か

っ
た
の
は
、
建
築
工
が
ど
こ
で
も
得
ら
れ
る
と
云
う
よ
う
な
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
と
深
く
関
係
が
あ
る
。
大
鷺
令
制
定
の
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

初
か
ら
建
築
工
は
飛
騨
国
が
そ
の
独
占
的
な
供
給
源
で
あ
9
、
令
剃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
次
第
に
崩
れ
た
平
安
博
代
で
・
も
こ
の
事
実
に
は
変
化
が
な
か
っ
た
。

専
門
の
建
築
工
は
、
荘
園
な
ど
で
簡
単
に
見
．
付
け
た
り
、
養
成
で
き

た
り
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
後
世
の
社
寺
の

所
属
工
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
か
。
そ
の
疑
問
に
答
え
て
呉
れ
る
の

は
延
喜
十
九
年
繭
月
五
冒
に
任
命
さ
れ
た
醍
醐
寺
大
工
矢
田
部
良
主

　
　
⑱

ぞ
あ
る
。
こ
の
建
築
工
は
屯
と
修
理
職
所
属
で
あ
っ
て
、
そ
の
身
を

保
持
し
た
ま
ま
、
そ
の
職
場
が
醍
醐
寺
と
定
め
ら
れ
て
、
始
め
て
社

寺
工
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
藺
賀
茂
社
・
法
成
寺
・
東
大
寺
工
な
ど

竜
醍
醐
寺
工
と
は
同
…
逆
な
順
序
で
発
生
し
た
と
考
え
て
誤
り
ぞ
は
な

い
。
社
寺
工
も
そ
の
も
と
を
尋
ね
る
と
、
織
工
に
外
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　
社
寺
工
の
成
立
の
事
情
を
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
解
し
て
、
始

め
て
納
得
の
い
く
こ
と
は
、
上
に
の
べ
た
社
寺
工
に
対
す
る
修
理
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九

（］9）



　
　
　
　
趨
に
つ
い
て
（
赤
松
）

の
発
…
冨
権
が
大
き
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
祉
男
工
に
一
応
は
認
め
ら

れ
て
い
た
職
場
の
独
占
権
が
容
易
に
取
り
消
さ
れ
て
、
修
理
職
の
支

配
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
も
、
り
く
れ
に
基
づ
く
の
で
あ

り
、
叉
反
対
に
政
府
の
保
護
の
厚
い
社
鍛
工
の
惣
大
工
や
大
工
に
は
、

莫
大
の
収
益
を
得
る
者
が
あ
っ
た
、
嘉
禄
二
年
頃
、
宇
佐
八
幡
宮
ぞ

九
州
の
建
築
工
を
指
揮
し
て
、
三
十
三
年
の
式
年
造
営
に
当
っ
て
い

た
惣
大
工
大
神
国
貞
な
ど
は
、
そ
の
一
入
と
恩
わ
れ
る
、
国
貞
は
先

例
に
依
っ
て
、
配
下
の
建
築
工
の
作
料
の
一
割
を
欠
物
と
し
て
、
徴

収
す
る
こ
と
を
大
宰
府
に
申
請
し
た
、
こ
の
欠
物
と
は
ど
ん
な
も
の

か
、
今
一
つ
明
ら
か
で
な
い
が
、
少
く
と
も
そ
の
一
部
が
惣
大
工
国

寅
の
収
入
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
の
収
入
は
莫
大
な
も
の

　
　
　
　
　
㊥

ぞ
あ
っ
た
ろ
う
、

　
こ
う
し
た
事
情
の
も
と
に
置
か
れ
た
社
寺
工
と
し
て
、
第
一
に
願

う
こ
と
は
、
折
角
認
め
ら
れ
た
職
場
の
独
占
権
を
犯
さ
れ
な
い
こ
と

ぞ
あ
っ
た
。
し
か
し
自
発
の
能
力
や
そ
の
他
の
纂
情
で
そ
れ
が
守
れ

な
い
と
な
る
と
、
次
に
欲
し
た
こ
と
は
、
修
理
職
や
国
衙
に
狩
り
禺

さ
れ
て
、
強
制
的
に
公
役
に
働
か
さ
れ
る
義
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
彼
等
は
、
西
賀
茂
社
・
法
成
寺
℃
東
大
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

の
よ
う
に
多
数
の
建
築
工
が
い
る
社
寺
に
所
属
し
て
い
る
の
が
有
利

と
考
え
た
。
建
築
工
の
座
は
こ
の
よ
う
に
し
て
上
記
の
社
寺
な
ど
に

発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
永
仁
四
年

当
時
の
圏
城
寺
円
満
院
大
工
清
原
宗
重
め
よ
う
に
、
大
工
一
人
末
工

二
名
と
云
う
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
働
き
手
ぞ
、
　
一
つ
の
寺
院
の
職
場

を
与
え
ら
れ
た
考
は
、
単
独
で
座
を
組
織
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
宗
重
は
一
方
で
は
、
法
。
成
寺
番
匠
の
蒙
系
を
誇
り
な
が

ら
も
、
　
一
方
に
は
円
満
院
の
台
所
を
賄
っ
て
い
た
御
厨
子
所
の
御
中

間
の
座
席
を
許
さ
れ
た
こ
と
を
云
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
．
。
一

こ
の
御
立
J
所
郷
中
闇
之
座
席
が
ど
ん
な
も
の
か
も
は
っ
き
り
し
な
ω

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

い
が
、
御
厨
子
所
の
職
掌
か
ら
出
4
5
え
て
、
神
社
の
神
供
を
賃
進
ず
る

’
諸
座
神
入
と
同
一
に
老
え
て
も
、
恐
ら
く
誤
り
は
あ
る
ま
い
。
こ
の

推
定
が
若
し
正
し
い
と
す
る
と
、
大
工
清
華
宗
重
は
建
築
工
と
し
て

ば
か
り
ぞ
は
な
く
、
特
定
の
物
㌦
賢
を
貢
納
す
る
座
人
と
し
て
も
、
円

満
院
に
登
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
事
実
社
寺
の
要
人
の
う
ち

に
は
、
彼
等
が
商
工
業
者
と
し
て
取
扱
う
物
資
と
違
う
も
の
を
貢
納

す
る
者
が
往
々
に
あ
り
、
円
溝
型
の
よ
う
な
事
情
で
組
織
さ
れ
た
座

が
多
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



　
朝
廷
や
国
衙
の
支
配
の
も
と
に
一
元
的
に
展
開
し
た
建
築
工
の
歴

史
竜
、
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
大
き
く
変
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

の
原
因
は
他
の
歴
覧
同
…
様
に
鎌
倉
幕
府
が
創
立
さ
れ
、
朝
廷
や
国
衙

か
ら
独
立
し
て
権
力
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
幕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

府
は
最
初
か
ら
京
都
の
建
築
工
を
紹
い
て
造
営
を
行
っ
た
が
、
　
守

護
・
地
頭
・
御
家
人
な
ど
も
、
大
規
模
な
建
築
を
し
ょ
う
と
す
れ
ば
、

幕
府
同
様
に
朝
廷
や
国
衙
系
統
の
建
築
工
を
使
罵
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
う
し
て
建
築
工
と
鎌
倉
幕
府
と
の
交
渉
は

次
第
に
繁
く
な
っ
た
が
、
承
久
の
乱
で
幕
府
の
優
位
が
確
実
に
な
る

と
、
建
築
工
で
武
家
の
所
属
に
な
る
竜
の
が
多
か
っ
た
．
幕
府
は
延

応
元
年
九
月
十
六
潟
に
京
都
の
工
人
が
武
家
作
手
と
な
る
こ
と
を
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
細
入
の
う
ち
に
は
勿
論
建
築

工
も
含
ま
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
、
し
か
し
幕
府
の
こ
う
し
た
禁
止

も
そ
の
勧
果
が
な
か
た
こ
と
は
、
永
仁
四
年
当
時
に
、
幕
府
と
関
係

が
深
か
っ
た
京
都
建
仁
寺
所
属
の
建
築
工
が
七
八
十
人
も
い
た
こ
と

で
明
ら
か
で
あ
る
。
南
北
朝
室
町
爾
時
代
を
通
じ
て
武
家
所
属
の
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

築
工
の
勢
力
は
大
き
く
な
っ
た
が
、
公
家
所
属
建
築
工
を
圧
倒
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
応
仁
の
乱
で
幕
府
の
権
威
が

　
　
　
　
座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

失
塗
す
る
と
同
時
に
、
武
家
大
工
も
公
家
大
工
も
共
に
、
活
動
は
目

立
た
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
に
引
き
か
え
て
顕
著
に
な
っ
た
の
は
、
地

方
在
住
の
建
築
工
の
活
動
で
あ
っ
て
守
護
大
名
な
ど
の
保
護
の
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
地
方
的
に
発
展
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
以
上
新
し
い
皮
料
に
塞
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
の
空
な
も
の

は
、
次
の
四
つ
で
あ
る
、
第
一
に
は
村
落
に
お
け
る
座
の
成
立
が
寛

平
延
喜
の
頃
を
頂
点
と
す
る
荘
園
制
の
変
質
と
密
接
に
関
係
が
あ
ろ

う
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
奈
良
時
代
後
期
か
ら
始
ま
っ
た
荘

園
制
で
は
、
中
央
の
社
寺
貴
族
は
所
有
の
重
点
を
土
地
に
置
き
、
耕

作
考
と
は
所
謂
「
賃
租
」
契
約
を
結
ん
だ
が
、
所
有
者
の
力
だ
け
で

は
耕
作
者
に
契
約
を
守
ら
せ
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
で
、
在
地
土

豪
の
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
そ
の
結
果
、
社
寺
や

貴
族
の
関
心
の
重
点
は
監
督
者
の
獲
得
に
移
り
、
荘
園
の
経
営
は
監

督
者
の
自
由
に
委
任
さ
れ
た
．
こ
の
よ
う
な
荘
園
休
制
の
変
質
が
完

成
し
た
の
は
寛
平
延
喜
の
頃
と
見
ら
れ
る
が
、
社
寺
貴
族
が
地
方
で

見
嵩
し
た
在
地
土
豪
の
、
村
落
で
結
ん
だ
組
織
が
座
で
あ
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ふ

（21）



　
　
　
　
座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

は
、
　
今
華
墨
箆
．
の
轡
勘
払
伯
六
年
の
八
議
…
畢
一
の
座
の
画
料
で
推
撒
κ
さ
れ
る
。

僕
二
陣
は
荘
園
舗
…
8
の
変
質
を
促
進
し
た
の
と
同
一
の
情
勢
の
下
に
延

喜
に
始
め
て
現
わ
れ
た
存
在
で
あ
っ
て
、
当
初
か
ら
塵
を
組
織
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
の
事
実
は
、
京
都
は
平
安
時
代
照
百
年

の
闇
に
都
市
と
し
て
他
に
比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
に
発
展
し
た
た

め
に
、
そ
の
消
費
物
資
の
蒐
集
販
売
を
担
当
す
る
商
業
部
門
が
強
力

に
発
達
し
、
地
方
の
生
尊
者
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
京
都
の
商
人
の
勢
力
が
こ
の
よ
う
に
伸
張

す
る
過
程
が
、
東
之
市
の
発
展
と
し
て
現
わ
れ
ず
に
、
所
謂
「
町
座
し
の

成
立
と
云
う
形
に
具
体
的
に
現
わ
れ
て
来
た
こ
と
は
重
要
な
纂
実
で

あ
り
、
難
解
決
さ
れ
な
い
問
題
で
あ
る
が
、
富
力
を
増
し
た
町
商
人

に
当
初
に
注
目
し
た
の
は
、
朝
廷
で
は
な
く
、
そ
こ
の
地
区
に
関
係

の
深
い
西
園
社
・
稲
荷
社
等
で
あ
っ
た
こ
と
は
銘
記
す
る
必
要
が
あ

る
．
覇
廷
が
注
目
し
た
の
は
、
今
田
紹
介
の
六
角
町
魚
商
人
関
係
の

史
料
ぞ
明
ら
か
な
よ
う
に
、
平
安
時
代
末
期
の
戦
乱
の
直
接
の
影
響

と
し
て
、
朝
廷
と
従
来
の
地
方
供
御
人
へ
の
連
絡
が
絶
え
た
こ
と
が

そ
の
動
機
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
町
商
人
よ
り
の
上
分
は

朝
廷
の
損
失
を
埋
め
合
せ
、
更
に
地
方
供
御
人
と
の
圏
関
係
の
復
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
、
一

を
期
待
さ
せ
た
程
、
有
力
な
も
の
で
あ
っ
た
。
事
実
、
一
部
の
地
方
供

御
人
は
復
活
し
た
が
、
こ
う
し
て
町
頭
入
と
紅
接
関
係
を
持
つ
た
地

方
供
御
人
の
う
ち
に
は
、
商
入
と
し
て
成
長
発
展
の
機
会
を
そ
の
関

係
の
う
ち
か
疹
棚
み
出
し
て
、
販
路
を
全
国
的
に
拡
め
た
も
の
も
あ

っ
た
。
第
一
二
の
事
実
は
、
建
築
工
の
組
織
に
は
律
令
制
的
な
も
の
が

永
く
遺
存
し
た
と
い
う
こ
と
ぞ
あ
る
．
そ
の
原
因
は
上
代
の
建
築
工

の
供
給
源
が
限
ら
れ
て
お
り
、
職
場
の
特
定
が
早
く
行
わ
れ
た
こ
と

に
在
っ
た
。
鎌
倉
幕
府
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
建
築
工
の
こ
の
よ
う

な
体
制
を
崩
壊
さ
す
契
機
と
な
っ
た
が
、
鎌
倉
時
代
で
は
全
部
解
消

さ
す
ま
で
に
は
な
ら
ず
、
室
町
聖
代
ま
で
遺
存
し
た
、

　
明
治
以
来
幾
度
か
論
争
さ
れ
て
き
た
座
の
問
題
は
そ
の
関
係
す
る

と
こ
ろ
が
広
く
、
意
義
も
重
大
な
の
で
、
今
一
紹
介
の
史
料
で
全
部

解
決
し
得
た
と
は
到
底
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
問
題
は
却
っ
て
難

し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
村
座
・
町
座
の
見
料
を
も
つ

と
集
め
、
そ
れ
ら
が
成
立
し
て
来
る
事
情
を
充
分
に
究
明
す
る
の
で

な
け
れ
ば
、
所
謂
「
商
売
の
座
」
の
本
質
は
容
易
に
明
ら
か
に
し
が

た
い
し
、
建
築
工
を
含
め
て
、
平
安
時
代
の
官
私
闘
工
の
直
接
的
な

史
料
に
即
し
て
、
そ
の
組
織
を
考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
等
の
歴

（22）



皮
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
、
関
心
を
持
っ

て
お
ら
れ
る
こ
と
の
教
示
協
力
を
切
望
す
る
次
第
ぞ
あ
る
。

＠＠③④⑤⑥＠＠＠＠＠

（
昭
駒
観
入
・
十
二
・
四
稿
了
）

舐
園
執
行
照
詑
康
永
二
年
七
月
差
八
日
参
照
。

更
学
雑
誌
第
十
九
編
第
八
・
九
号
小
野
晃
嗣
氏
論
丈
「
内
蔵
寮
経
済
と

供
御
人
」
参
照
。

史
磯
名
勝
天
然
紀
念
物
第
＋
五
巻
第
三
号
赤
松
俊
秀
論
文
「
後
醍
醐
天

皇
聖
蹟
に
関
す
る
一
私
見
一
i
特
に
二
条
町
に
つ
い
て
i
」
参
照
。

口
本
・
歴
史
篤
門
二
十
一
号
轟
亦
松
俊
秀
冠
注
丈
「
操
座
の
成
立
に
つ
い
て
」
参

照
。歴

史
挙
研
箆
第
六
巻
第
ム
○
号
泣
圃
武
氏
論
丈
「
興
揺
寺
を
め
ぐ
る
建

築
業
無
佃
の
座
」
参
照
。

社
会
経
済
炎
挙
第
三
巻
第
二
昇
㌫
難
癖
元
男
氏
論
文
「
職
人
の
継
織
と
し

て
の
座
の
一
考
察
」
参
照
。

岩
波
講
座
紐
本
鷹
史
第
十
六
圃
中
村
慮
勝
博
士
論
文
「
豊
町
時
代
の
庶

民
生
活
」
参
照
。

類
聚
三
代
格
巻
藁
鋤
減
諸
司
官
員
並
廃
概
事
参
照
。

．
類
聚
＝
二
代
格
嚇
啓
十
・
九
糎
猟
制
事
、
　
一
｝
…
代
実
録
㎝
兀
慶
七
年
十
憎
尊
厳
｛
情
愛
参
照
。

三
代
実
録
仁
和
元
年
九
月
七
臼
参
照
。

　二

緕
ﾀ
闇
嫌
’
仁
和
三
年
山
ハ
月
十
一
ロ
H
参
昭
…
O

大
谷
仁
兵
衛
氏
所
蔵
文
書
（
以
下
「
大
谷
丈
霧
」
と
い
う
）
元
、
永
二
年

七
月
十
山
ハ
ロ
凹
官
め
鳳
町
爲
参
ド
照
。

麿
に
つ
い
て
（
山
亦
松
）

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

山
塊
記
応
保
元
年
九
月
十
七
繕
参
照
。

大
谷
女
磯
昼
兀
・
永
二
年
・
七
、
月
十
山
ハ
門
口
二
幅
且
一
日
参
照
．

前
田
家
本
酉
宮
記
巻
十
、
侍
中
事
参
照
．
．

御
厨
子
所
が
始
め
て
置
か
れ
た
年
時
は
不
明
で
あ
る
．
、
小
蜀
晃
嗣
氏
は

新
儀
式
に
依
っ
て
村
上
天
皇
の
末
年
以
前
と
推
定
さ
れ
海
が
、
私
は
延

慮
…
十
一
年
の
六
四
回
国
日
㏄
弄
瓦
繋
指
定
の
詑
事
を
の
せ
て
い
る
西
宮
記
が

御
属
冨
ず
所
…
例
云
と
し
て
引
贋
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
、
延
喜
十
…
年
頃

に
お
か
れ
た
も
の
と
解
…
す
る
。

本
朝
糎
紀
久
安
五
年
十
一
月
琳
口
参
照
。

松
尾
神
社
文
欝
元
久
元
年
三
重
五
臼
官
宣
旨
参
照
。

青
蕪
院
吉
水
蔵
聖
教
「
九
二
」
第
一
二
一
八
号
菩
薩
釈
義
紙
背
壁
書
。

新
日
本
史
講
座
第
四
側
、
盤
田
武
氏
論
丈
「
都
市
お
よ
び
座
の
発
達
し

参
照
。

玉
葉
寿
永
二
年
九
月
滋
預
参
照
。

吾
妻
鏡
元
暦
二
年
三
月
一
一
口
に
内
蔵
寮
領
霞
城
国
精
進
御
園
で
給
人
の

景
清
が
説
妨
し
た
こ
と
が
の
っ
て
い
る
。

由
塊
総
応
保
元
年
十
二
月
十
三
日
参
照
。

大
谷
丈
書
丈
永
十
一
年
正
月
賛
五
臼
蔵
人
所
下
調
参
照
。

山
石
披
麟
贈
座
日
本
駆
～
史
第
『
十
六
園
中
村
直
曝
湖
醗
町
士
「
塞
町
時
代
の
庶
畏
生

活
」
参
照
。

京
大
丈
書
享
殿
二
年
十
二
月
十
四
濱
整
町
幕
府
奉
書
参
照
。

こ
の
文
欝
の
所
有
者
は
欝
・
懐
…
が
あ
っ
て
こ
こ
で
明
ら
か
に
で
嚢
な
い
の

は
遺
憾
で
あ
る
。
他
殿
こ
れ
を
発
蓑
で
量
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て

二
三
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座
に
つ
い
て
（
赤
松
）

い
る
。

新
旧
臼
本
史
灘
…
座
第
四
圓
笹
　
閏
武
氏
難
山
久
「
都
留
即
お
よ
び
座
の
発
議
〃
」
参

照
。石

清
水
八
幡
宮
で
は
、
貞
観
元
年
、
保
延
六
年
の
一
一
度
造
営
さ
れ
た
が
、

夷
観
元
年
は
木
工
寮
が
工
事
を
推
当
し
た
こ
と
は
石
清
水
遜
座
縁
起
に

見
え
て
い
る
し
、
保
延
六
年
の
工
合
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
諸
国

の
憂
領
に
課
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
木
工
寮
が
や
っ
た
と
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

石
清
水
八
幡
宮
で
は
鎌
倉
時
代
に
造
営
は
な
か
っ
た
が
、
建
久
四
年
、

承
久
元
年
、
文
永
八
年
の
三
度
、
放
生
会
の
日
に
一
口
で
本
・
殿
の
箆
根

を
ふ
鷺
か
え
た
記
欄
鎌
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
建
久
四
年
は
修
理
職
階
エ

寮
が
主
宰
し
、
働
い
た
建
築
工
亀
宮
寺
工
は
二
三
割
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

承
久
の
修
理
は
簡
略
で
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
幡
宮
が
独
力
で
修

理
し
た
の
は
丈
永
八
年
が
始
め
で
あ
っ
た
。
し
か
竜
上
席
の
左
座
の
大

工
は
宮
寺
工
で
な
く
し
て
南
都
工
で
、
抵
務
に
十
年
も
悲
浮
し
た
清
原

行
宗
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
，

石
清
水
八
幡
宮
は
、
建
武
五
年
に
焼
失
し
．
、
同
年
に
再
建
さ
れ
た
が
、

そ
の
時
本
殿
の
中
御
曲
別
は
木
工
｛
寮
大
工
事
宿
鵜
弥
脚
ホ
弘
が
夢
山
狩
ち
、
社
家

大
工
は
西
御
凶
即
、
束
御
前
は
京
都
．
喬
匠
毛
衣
、
楼
門
は
奈
良
番
匠
、
小

御
殿
は
将
軍
家
大
工
宗
広
、
蔑
経
蔵
は
尼
晴
番
匠
が
受
持
つ
た
．
．
応
安

四
年
の
本
殿
の
改
口
染
は
事
情
明
ら
か
で
な
い
．
、

眉
清
水
八
幡
宮
の
室
町
時
代
の
造
営
に
木
工
索
の
大
工
が
手
伝
し
た
史

料
は
な
い
．
、

⑫
「⑧⑳㊧op　＠＠＠⑩q）　＠＠

二
四

一
例
を
あ
げ
る
と
、
鎌
倉
時
代
の
天
福
二
年
の
北
野
社
造
嘗
の
時
に
、

論
議
を
用
い
る
か
ど
う
か
が
論
議
さ
れ
た
。
真
経
濡
文
轡
（
天
橘
二
年
）
、

三
B
八
日
尊
性
法
親
王
轡
状
参
照
。
ま
た
熟
蘇
二
年
に
定
家
の
邸
宅
を

建
て
た
番
匠
男
は
、
入
道
が
多
年
召
仕
っ
た
老
だ
が
、
修
理
職
方
の
画

工
で
も
あ
っ
た
。
明
月
記
慕
緑
二
年
十
一
月
十
三
日
参
照
。

東
寺
百
合
丈
誓
エ
、
康
平
五
年
＋
月
＋
七
旧
曼
茶
羅
寺
乱
僧
善
油
皿
参

照
。束

大
寺
丈
書
康
和
二
年
八
月
十
二
臼
官
宣
旨
参
照
。
こ
の
揚
含
、
借
し

た
の
は
建
築
工
と
弐
っ
て
竜
一
根
工
で
あ
っ
た
、
、

習
妻
鏡
治
承
五
年
目
月
島
三
臼
、
廿
八
口
、
圃
七
月
三
日
、
同
苗
欝
参

照
。賦

役
令
義
解
凡
斐
陀
国
士
長
座
参
照
。

新
　
猿
楽
記
八
御
許
夫
参
照
。

醍
醐
寺
要
轡
参
照
。

宇
佐
八
幡
大
神
　
宮
御
造
常
中
古
証
類
所
…
収
嘉
緑
三
年
十
二
月
脱
臼
造
八

幡
宇
佐
富
総
大
工
大
神
国
貞
解
参
照
。

寺
院
の
御
厨
争
面
一
が
＾
賞
物
の
調
進
を
鎭
っ
て
い
た
こ
と
は
、
宕
記
に
見

え
て
い
る
御
箆
の
御
厨
子
所
…
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
．
、

吾
妻
鏡
孫
頂
三
年
四
月
十
七
霞
参
照
。

五
ロ
妻
鏡
延
応
｝
期
年
九
月
笹
笛
ハ
ロ
R
参
照
．
、

武
家
ゆ
晶
へ
工
に
つ
い
て
ば
隣
醤
応
↓
兀
年
の
石
【
…
膚
水
泳
麟
囲
轡
霞
の
小
神
殿
の
貼
頂

営
を
受
持
つ
た
左
兵
至
重
宗
広
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
あ
げ
た
．
．
叉
建

仁
寺
工
に
代
っ
て
南
北
朝
時
代
で
は
天
龍
寺
工
が
武
家
の
保
護
を
受
け

（　2，1　）
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た
び
』
鐵
治
五
年
藩
…
國
寺
造
営
に
は
公
家
大
工
と
し
て
伴
大
央
宗
秀
、
太
・

工
寮
穴
工
と
し
て
左
近
大
夫
末
亥
、
羅
馬
大
工
と
し
て
国
村
・
国
長
が

参
加
し
た
外
、
武
家
の
推
挙
に
依
η
夫
龍
毒
大
工
二
人
が
、
社
家
大
工

等
の
反
対
を
押
え
て
参
一
毒
し
た
、
石
清
水
八
幡
宮
記
録
十
四
、
石
壁
薪
水

八
幡
富
炎
上
造
常
之
事
参
照
。

整
町
時
代
の
公
家
大
工
の
活
動
に
つ
い
て
は
看
聞
臼
記
永
享
七
年
八
月

十
∴
一
H
・
十
岡
［
ロ
H
。
十
五
欝
・
廿
五
置
目
・
園
十
口
〃
乱
昌
山
ハ
ロ
H
参
照
。

室
町
時
代
以
前
に
荘
園
に
建
築
工
が
い
た
こ
と
は
、
新
見
庄
建
武
元
年

十
月
の
検
地
帳
で
知
ら
れ
る
。
地
方
居
住
の
建
魏
購
工
の
活
働
濯
は
、
今
日

残
っ
て
い
る
戦
国
時
代
以
後
の
建
築
の
棟
札
に
彼
等
の
名
が
出
て
い
る

こ
と
で
知
ら
れ
る
。

史
学
研
究
会
委
員
会
の
改
組
に
あ
た
っ
て

　
別
に
越
智
委
員
が
編
輯
後
記
で
述
べ
て
い
ま
す
よ
5
に
、
　
「
史
林
」
も
懸
案
の

隔
月
刊
を
実
施
す
べ
く
、
体
欄
を
と
x
の
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
幾
慶
か
隔

月
刊
の
計
画
は
あ
り
乍
ら
、
そ
の
都
度
様
々
な
雑
筆
に
鼠
ま
れ
て
参
り
豪
し
た
が
、

三
度
臼
の
正
直
と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
今
度
こ
そ
契
施
し
得
る
見
通
し
が
つ
い
て

お
り
ま
す
。
只
当
会
鼠
戸
の
実
務
に
関
与
す
る
人
手
の
不
足
は
昔
も
今
も
変
る
所

が
あ
り
ま
せ
ん
。
此
処
に
当
会
は
星
的
な
入
員
の
不
足
を
質
的
な
改
組
に
よ
っ
て

補
う
こ
と
に
な
り
、
委
員
中
五
名
は
雑
誌
編
輯
、
例
会
運
営
等
主
と
し
て
研
究
的

な
分
野
の
み
に
携
わ
り
、
と
も
す
れ
ば
連
絡
を
失
い
勝
ち
で
あ
っ
た
編
輯
庶
務
、

会
計
の
連
絡
を
よ
く
す
る
た
め
に
薪
し
く
専
任
委
員
一
名
を
羅
く
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
数
組
に
当
り
ま
し
て
、
会
員
諸
賢
の
御
支
援
、
前
委
員
の
御
精
励
を
深
謝

致
し
ま
す
と
共
に
、
今
後
の
御
後
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

薪
委
員

　
上
横
手
雅
敬
（
国
史
）

　
野
直
禎
（
東
洋
史
）

越
智
武
臣
（
西
洋
史
）
　
金
関
恕
（
考
古
学
）

黒
田
俊
雄
（
国
史
）
　
末
尾
釜
行
（
地
理
）

狩
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座
に
内
、
い
て
（
赤
松
）

二
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